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１  監査を実施した監査委員名  

  吉  井  忠  夫  

  髙  田  幸  男  

  林    伸  司  

  市  村    衛  

２  監査の種類  

  地方自治法第１９９条第２項の規定による行政監査  

３  監査の期間  

  平成２５年４月１１日から平成２５年８月９日まで  

４  監査の対象  

(1) 対象事務  

市有施設における自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置と運  

用状況について  

 (2) 対象部署  

   全部署  

５  監査の目的  

  現在，日本では突然の心臓発作（心室細動）で亡くなる，いわ  

ゆる「心臓突然死」を，毎日１００人程度が発症しており，市内  

でも年々増加傾向にあると言われている。  

 心臓発作（心室細動）の発症に対する救命率の向上には，自動  

体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）の早期使用が有効であ  

る。ＡＥＤは，心電図を自動的に解析し，電気ショックを与え心  

臓のポンプ機能を正常な状態に戻す医療機器である。従来，その  

使用は，医師並びに看護師及び救急救命士に限られていたが，平  

成１６年７月より一般の人にも取扱いが認められたことから，公  

共施設を中心にＡＥＤの普及が進められている。  

心臓突然死から市民の命を守るためには，効果的かつ効率的に  

ＡＥＤを設置し，機器を適切に管理するなど，設置効果を高める  

仕組みづくりが必要であることから，市有施設におけるＡＥＤの  

設置と運用状況を検証し，今後の改善に資することを目的として  

監査を実施した。  
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６  監査の方法及び着眼点  

  全部署に調査票（巻末【資料１】参照。）を 配 布 し ，所 管 施 設 及  

びＡＥＤ設置の有無，管理状況などについて回答を求めた。回収  

した調査票を基に，ＡＥＤを設置している施設を種類（ 行 政 施 設 ，  

教育施設，スポーツ施設，コミュニティ施設，保健福祉施設）ご  

とに分類し，書面調査に加え，実地調査及び関係職員からの説明  

聴取を実施した。  

  なお，監査の着眼点を次のとおりとした。  

 (1) 必要あるいは望ましいと考えられる施設に設置されているか。 

(2) 日常点検や消耗品の使用期限管理は適正に行われているか。  

(3) 設置場所の表示や情報提供は効果的に行われているか。  

(4) 職員等による操作方法の習得は，積極的かつ計画的に行われ  

ているか。  

(5) 本体及び消耗品の購入は，計画的，経 済 的 に 行 わ れ て い る か 。  

(6) 指定管理者制度導入施設において，指定管理者に対しＡＥＤ  

に関する管理及び運営の指示が行われているか。  

７  監査の概要  

  監査の概要は，次のとおりである。  

(1) 市有施設における設置状況  

   市有施設２９１か所のうち，１８３か所に１９０台のＡＥＤ  

が設置されている。種類ごとに分類すると以下のとおりである。 

 

【施設種類別設置状況】  

施 設 の 種 類  施 設 例  設 置 施 設 数 設 置 割 合（ 実 質 割 合 ） 設 置 台 数

行 政 施 設  庁 舎 ， 図 書 館 等  29 か 所 48％ (7 9％ ) 3 1 台

教 育 施 設  学 校 ， 保 育 園 等  91 か 所 69％ (1 0 0％ ) 9 4 台

ｽﾎ ﾟ ｰ ﾂ施 設  体 育 館 ，運 動 場 等 16 か 所 55％ (5 5％ ) 1 6 台

ｺﾐ ｭ ﾆ ﾃ ｨ施 設  近 隣 ｾﾝ ﾀ ｰ等  3 3 か 所 62％ (6 8％ ) 3 4 台

保 健 福 祉 施 設  病 院 ，福 祉 ｾﾝﾀ ｰ等 14 か 所 82％ (1 0 0％ ) 1 5 台

合  計   1 8 3 か 所 63％ (8 5％ ) 1 9 0 台

    

  なお，近隣センター等に併設されている図書館分館やこども  

図書館には，ＡＥＤは設置されていないが，近隣センター等と  
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一体的に運用されていることから，設置されているものと同様  

にみなすことができる。そのため，行政施設における実質的な  

設置割合は，７９％に上る。  

また，教育施設のうち，こどもルームについても，ＡＥＤは  

設置されていないが，ＡＥＤを設置している小学校や公民館等  

が至近にあり，一体的に運用されていることから，設置されて  

いるものと同様にみなすことができる。そのため，教育施設に  

おける実質的な設置割合は，１００％に至る。  

   さらに，ＡＥＤを設置している施設の構成比を，種類別に見  

ると，ＡＥＤの半分が教育施設に設置されている。  

 

  【ＡＥＤを設置している施設の構成比】  

施設の種類  構成比  

行政施設  １６％

教育施設  ５０％

スポーツ施設  ９％

コミュニティ施設  １８％

保健福祉施設  ７％

 

(2) 管理状況  

   ＡＥＤの管理に関しては，平成２１年４月１６日付けで厚生  

労働省医政局長・医薬食品局長から各都道府県知事宛てに，Ａ  

ＥＤの適切な管理等の実施について，注意喚起及び関係団体へ  

の周知依頼の文書（巻末【資料２】参照。以下「厚労省文書」  

という。）が通知されている。  

   上記文書において，ＡＥＤの適切な管理等の徹底が求められ  

ていることから，本行政監査では主な日常点検の内容として，  

以下の２点について調査を行った。  

  ア  ＡＥＤ本体のインジケータランプの点検  

    ＡＥＤ本体には，機器の状態を自動的にチェックする機能  

が内蔵されており，異常があればインジケータランプに表示  

される。そのため常時適切な状態で使用するためには，日常  

的な確認が不可欠である。そこで，市有施設におけるＡＥＤ  
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本体の点検状況を調査したところ，以下のとおりであった。  

 

【ＡＥＤ本体の点検頻度】  

頻度  台数  割合  

毎日  １６０台 ８４％

毎週  ４台 ２％

毎月  １４台 ７％

毎年  ６台 ３％

不定期  ５台 ３％

していない  １台 １％

合計  １９０台 １００％

 

ＡＥＤ本体の８４％に対して毎日点検が実施されているほ  

か，毎週・毎月など定期的に行われている。一方，毎年や不  

定期など，点検頻度としては不十分と思われるケースもあっ  

た。実施していない１件については，設置の経緯が不明であ  

るため，管理を行っていないとのことであった。  

 

【インジケータランプの点検：四角で囲んだ部分】  

 

収 納 ケ ー ス の 外 か ら ， 目 視 で 点 灯 状 況 を 点 検 す る 。 機 器 に 異 常 が  

あ っ た 場 合 ， そ の 旨 が ラ ン プ 部 に 表 示 （ ×印 や 赤 色 等 ， 機 種 に よ っ  

て 異 な る ） さ れ る 。  

 

    また，平成２４年１０月１０日付け柏消救第１５１号にて， 
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消防局長から各関係部長宛てに，ＡＥＤの日常点検等につい  

ての依頼文書が発出されており（巻末【資料３】参照。），日  

常点検表に基づいた点検の実施が求められている。そこで，  

日常点検表の作成状況について調べたところ，以下のとおり  

であった。  

 

【日常点検表の作成状況】  

作成している  作成していない  合計  

１６１台  ２９台  １９０台  

   

【日常点検表の使用例】  

  
  イ  消耗品の交換期日管理  

    ＡＥＤに使用する電極パッド及びバッテリーは消耗品であ  
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り，それぞれ使用期限（機種により幅があるが，電極パッド  

は，製造からおおむね２年半，バッテリーは，待機状態での  

使用で，おおむね４年）が設けられている。常時使用できる  

状態を維持するためには，ＡＥＤ本体の点検と併せ，消耗品  

の使用期限にも留意しなければならない。  

  使用期限の管理については，上記の日常点検表にも記載欄  

が設けられているほか，ＡＥＤ本体又は収納ケース等にも使  

用期限を記入した表示ラベルを取付けることが，「厚労省文  

書」においても求められている。  

  そこで，表示ラベルの取付け状況について調べたところ，  

以下のとおりであった。  

 

【表示ラベルの取付け状況】  

取付けあり  取付けなし  不明  合計  

１８３台  ６台  １台  １９０台  

     ｢不 明 ｣は ， Ａ Ｅ Ｄ が 警 報 付 の 収 納 ケ ー ス に 保 管 さ れ て お り ， ケ  

ー ス の 外 側 か ら で は 取 付 け の 有 無 が ， 目 視 で は 確 認 で き な か っ た  

も の で あ る 。  

 

【要改善例】  

次 回 交 換 時 期 の 記 入 漏 れ ： 分 庁 舎 ２  

 

【要改善例】  

次 回 交 換 時 期 の 修 正 漏 れ：  酒 井 根 保 育 園  

    （ 四 角 で 囲 ん だ 部 分 ）       （ 四 角 で 囲 ん だ 部 分 ）  

 

  ウ  保管状況  

ＡＥＤ本体の設置場所について，いざという時に即座に持  
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ち出せるよう，視認しやすい場所に設置することが必要であ  

るが，一部の施設では，ロッカーや戸棚に保管したり，保管  

場所の前に障害物や他の物品が置かれ，取り出しにくい状態  

になっている施設もあった。  

 

【要改善例】  

ロ ッ カ ー に 保 管 ： 中 央 公 民 館       

 

【要改善例】  

保 管 場 所 前 に 障 害 物 ： 朋 生 園  

 

  

(3) 情報提供の状況  

   突然の心臓発作（心室細動）において，心停止から３分以内  

に電気ショックを与えると，７割の人が助かるが，１分遅れる  

ごとに救命率が１０％ずつ低下すると言われている。  

   そうしたことから，救急車が到着するまでの間（本市で平均

７ .６分）にその場に居合わせた人が，素早い除細動を行うこと

が必要であり，そのためにも，どの施設にＡＥＤが設置されて

いるか，施設内のどこにＡＥＤが保管されているかという情報

を効果的に伝えることが重要である。  

   そこで，施設の内外における情報提供の状況について調査を  

行った。  

  ア  施設内における表示の状況  

    消防局救急課では，平成１７年１１月に救急救命ネットワ  

ークを立ち上げ，「救急救命ステーションの標章交付要領」（巻  

末【資料４】参照。）に基づき，交付要件を満たした施設に対  

して，標章を交付している。また，標章に加え，独自に作成  

した表示を掲示することで，周知効果を高める取組を行って  

いる施設もあった。  
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   【施設内におけるＡＥＤ設置の表示状況】  

表示あり  表示なし  合計  

１５９か所  ２４か所
（ う ち 施 設 外 に は 表 示 あ り ）  

１８３か所
（２１か所）  

     

施設内外ともに表示のない施設は３か所であるが，うち１  

か所は，ＡＥＤの設置経緯が不明であるため，日常管理を行  

っていない施設であることから，ＡＥＤを設置しながら表示  

がされていない施設は，実質的には２か所（南部近隣センタ  

ー体育館，介護予防センターいきいきプラザ）であった。  

 

【救急救命ステーション標章】 

表 示 例  

 【好ましい例】  

館 内 案 内 板 に も 表 示 ： 分 庁 舎 ２  

   

 

【好ましい例】  

施 設 独 自 の 作 成 物 掲 示：酒 井 根 保 育 園  

  【好ましい例】  

機 器 直 上 に も 表 示 ： 酒 井 根 保 育 園  
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【要改善例】  

事 務 室 の 奥 に 掲 示 さ れ て い る た め 来 館 者 の 目 に 付 き に く い ： ア ミ ュ ゼ 柏  

 

   

イ  施設外における表示の状況  

    施設外（入口自動ドアのガラス面を含む）における表示に  

ついては，救急救命ステーション標章を掲示するほか，独自  

に作成したプレートや，取扱業者等から受領したと思われる  

ステッカーを貼り付けるなど，多様な方法が取られていた。  

 

  【施設外におけるＡＥＤ設置の表示状況】  

表示あり  表示なし  合計  

１３１か所  ５２か所
（ う ち 施 設 内 に は 表 示 あ り ）  

１８３か所
（４９か所）  

 

【好ましい例】  

具 体 的 な 設 置 場 所 も 表 示 ： 田 中 中 学 校  
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【好ましい例】  

校 門 及 び 玄 関 に 複 数 表 示 ： 南 部 中 学 校  

 

 

 

 

 

【要改善例】Ａ Ｅ Ｄ の ス テ ッ カ ー を 玄 関 の 内 側 に 貼 り 付 け し ，外 側 に 施 設 周

辺 の 地 図 を 掲 示 し て い る た め ， 外 部 か ら 視 認 で き な い ： ウ ェ ル ネ ス 柏  

 
 

大半の施設は施設外に表示（１３１か所）がなされている  

が，施設内での表示あり（１５９か所）と比較して劣ってい  

ると言える。  

  ウ  媒体を通じた情報提供  

    心臓発作（心室細動）を発症した人に対し，救急車が到着  

するまで救命措置を施す必要が生じる場面に，誰もが遭遇す  

る可能性がある。そのため，ＡＥＤの設置について，施設内  

外での標章等の表示に留まらず，市内のどこにＡＥＤが設置  

されているかを，広く情報提供することも重要である。  

    消防局救急課では，平成１７年１１月に救急救命ネットワ  

ークを立ち上げ，施設の種類ごとに分類し，ＡＥＤの設置場  

所をホームページで紹介しており，そこでは，１７１の市有  
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施設のほか，４５か所の民間等施設（学校，駅，商業施設，  

ホテル，スポーツ施設，金融機関等）が登録されている（平  

成２５年６月２５日現在）。また，柏市地図情報配信サービス  

にて具体的な場所が検索できるようになっている。  

 

【柏市地図情報配信サービス：ＡＥＤ設置場所】  

 

  マ ー ク を ク リ ッ ク す る と ，そ

の 施 設 に お け る Ａ Ｅ Ｄ の 設 置

情 報 （ 上 記 ） が 表 示 さ れ る 。  

（柏市救急救命ネットワークのホームページ）  

http://fdk.city.kashiwa.lg.jp/0000000057.shtml 

（柏市地図情報配信サービス：ＡＥＤ設置場所）  

http://www.machi-info.jp/machikado/kashiwa_city/index.j

sp?lon=139.97945472222221&lat=35.86506583333333&scale=4

0000&mode=11 

(4) 職員等による操作講習の受講状況  

   ＡＥＤによる効果的な救命措置を施すためには，機器の管理  

とともに，機器を使用する者が適切な知識と技能を持つことも  

重要である。  

   そこで，ＡＥＤを設置する施設に勤務する職員等の操作講習  

の受講状況を調査した。なお，受講の形態は，消防局救急課が  
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開催している救命講習に限らず，施設で実施する防災訓練や，  

所管する消防署に個別に依頼した講習など，幅広く捉えている。 

 

【操作講習の受講状況】  

受講あり  
受講なし  合計  

施設数  受講者数  

１７４か所  約１，９００人  ９か所  １８３か所

    受 講 者 数 に は ， 市 職 員 の ほ か ， 臨 時 職 員 ， 施 設 管 理 委 託 先 職 員 ，  

指 定 管 理 者 職 員 を 含 む 。  

 

【救命講習：模擬ＡＥＤ操作】  

 

【救命講習：心肺蘇生法】  

 

(5) ＡＥＤの使用実績  

 市有施設においては，これまでに７件のＡＥＤ使用実績があ  

った。その内容は次のとおりである。  

 

【ＡＥＤの使用実績】  

施設の種類  件数  使用場所  

教育施設  ３  施設内：１，施設外：２  

スポーツ施設  １  施設内：１  

コミュニティ施設  ２  施設内：２  

保健福祉施設  １  施設内：１  

    

いずれのケースにおいても，職員等が救急車の出動を要請す  

ると同時に，ＡＥＤを持って現場に駆け付け，救急隊が到着す  
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るまでの間，救命措置を施しており，適切な対応が取られてい  

た。  

 (6) 本体及び消耗品の購入状況  

  ア  本体の購入状況  

    平成１６年７月より，医師並びに看護師及び救急救命士の  

みに認められていたＡＥＤの使用が，一般の人にも認められ  

たことから，本市においても平成１７年度から設置が始まっ  

た。  

    消防局救急課による救急救命ステーションの立ち上げもあ  

り，当初は消防局がＡＥＤを一括して購入し，各施設に配置  

した経緯があり，その後，各施設を所管する部署に管理が委  

ねられている。  

    当初購入時は，ＡＥＤを製造するメーカー及び取扱業者数  

も限定的であったため，導入実績が多く機器の信頼性が高い  

欧州系企業の製品を選定した。また，経済性の観点から，購  

入又は賃借（リース，レンタル）を検討したが，賃借を取り  

扱う事業者も少なく，賃借料も安価ではなかったため，購入  

による導入を行った。  

    現在設置されているＡＥＤのほとんどは，本市が購入した  

ものであるが，中には町会等民間から寄贈されたものや，指  

定管理者や自動販売機設置事業者がリース形態で設置してい  

るものもあった。  

  イ  消耗品の購入状況  

    電極パッド及びバッテリーは消耗品であり，機種により幅  

があるが，前者は，製造からおおむね２年半，後者は，待機  

状態での使用で，おおむね４年の使用期限が設けられている。 

しかし，いざという時に，これら消耗品の使用期限が切れ  

ているようでは，適切な救命措置を取ることができないこと  

から，「厚労省文書」において，使用期限を記入した表示ラベ  

ルをＡＥＤ本体又は収納ケースに取付けることを求めるとと  

もに，消防局救急課から配付された日常点検表にも記入欄が  

設けられている。  

    消耗品の購入については，ＡＥＤの設置台数が少ない部署  
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においては，使用期限の到来に合わせて個別発注かつ一者随  

意契約を行っている。これは，電極パッド（１組）が約１万  

円，バッテリーが約４万円であるため，見積書の徴取は１者  

で可とされていること（柏市財務規則第１３９条），またＡＥ  

Ｄ本体及び消耗品の販売については，代理店制度が取られて  

おり，本市が設置する種類のＡＥＤに対応する消耗品を取り  

扱う事業者が限定されてしまうことによる。  

    しかしながら，多くの施設を所管する部署（地域支援課：  

近隣センター，保育課：保育園，学校保健課：小中学校，消  

防局：消防署）では，各施設に配置したＡＥＤ本体及び消耗  

品の使用期限を一元的に管理するとともに，消耗品の使用期  

限を近接させることによって，まとまった量の発注を可能と  

する工夫を行い，入札や見積り合わせの実施によって経済性  

を高める取り組みを行っている。  

 (7) 指定管理者に対するＡＥＤに関する管理及び運営の指示状況  

   平成２５年４月１日時点で，指定管理者制度が導入されてい  

る施設のうち，２８か所にＡＥＤが設置されている。そのうち  

２５か所では日常点検等，管理及び運営の指示がなされている。 

残りの３か所においても，指示はないものの指定管理者の判断  

により，日常点検等は実施されているが，頻度にばらつき（毎  

日～毎年）が見られる。  

８  監査の結果  

  監査の結果は，おおむね適正と認められた。なお，次の事項に  

ついて留意されたい。  

(1) 監査の着眼点に対する総括結果  

  ア  市有施設における設置状況について  

    市有施設２９１か所のうち，１８３か所（６３％：実質８  

５％）にＡＥＤが設置されていること，ＡＥＤを使用する可  

能性が高いと思われる教育施設（６９％：実質１００％）や  

保健福祉施設（８２％：実 質１００％），地域の拠点となるコ  

ミュニティ施設（６２％：実質６８％）に厚く設置されてい  

ることから，適切に対応されていると言える。  

    加えて，救急救命ネットワークの一層の拡充を図るため，  
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消防局救急課において，救急救命ネットワークの立ち上げ当  

初から，市内事業者への普及促進を働き掛けている。平成２  

５年６月２５日現在，４５か所の民間施設が救急救命ネット  

ワークに登録されており，一定の成果を上げていると判断さ  

れる。  

引き続き登録事業者の増加に努めるとともに，市有施設や  

駅周辺以外の，ＡＥＤの設置が手薄な住宅街等の地域におい  

ても救急救命ネットワークの密度を高めるため，設置対象と  

する民間施設の多様化及び夜間や休日への対応を可能にする  

観点から，例えばコンビニエンスストアなど２４時間営業の  

店舗に協力を求める取り組みも検討されたい。  

  イ  管理状況について  

   (ｱ)  ＡＥＤ本体の点検  

８４％（１６０台）のＡＥＤが，毎日の点検を受けてい  

るが，一方で１６％（３０台）が毎日は実施されていない  

状況であることが分かった。  

     「厚労省文書」及び消防局長からの依頼文書においても，  

日常的な点検を求めているものの，頻度については明確に  

定められていない。しかしながら，ＡＥＤを使用する事態  

がいつ発生するかは予測できず，常時使用可能な状態が維  

持されていることが必要であることを鑑みると，毎日の点  

検が欠かせないと考える。  

   また，救急救命ステーションの標章の交付を受けた施設  

においては，日常点検表に基づいた点検の実施及び日常点  

検表の１年間の保存が，「救急救命ステーションの標章交付  

要領」に定められている。しかし，日常点検表の作成状況  

を調査したところ，２９台（１５％）について作成されて  

いないことが判明した。  

日常点検表は，単なる書類にとどまるものではなく，点  

検表を付けるという行為を習慣化することによって，ＡＥ  

Ｄ本体の状況や消耗品の使用期限の確認漏れを防ぐ効果を  

持つとともに，施設利用者を始めとして，広く市民に安心  

感を提供することにもつながる。そうしたことから，全て  
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のＡＥＤにおいて，毎日の点検とともに，日常点検表の作  

成及び保管を実施されたい。  

(ｲ) 消耗品の交換期日管理  

    消耗品の交換期日の管理については，使用期限を記入し  

た表示ラベルをＡＥＤ本体又は収納ケース等に取付けるこ  

とが，「厚労省文書」で求められているが，６台について取  

付けがなく，１台は収納ケースの外側からは取付けの有無  

が目視では確認できない状態であった。  

  また，表示ラベルは取付けられているが，使用期限が記  

入されていなかったり，交換後の新しい使用期限に書き換  

えられていなかったりした事例に加え，使用期限を超過し  

た電極パッドが装着されている施設もあった。この点につ  

いても，日常点検表の活用と併せて，適 切 に 対 応 さ れ た い 。   

一方で，多くの施設を所管する部署においては，各施設  

に配置したＡＥＤ本体及び消耗品の使用期限を一元的に管  

理することによって，期限切れを防ぐ取組を行っている。  

他の部署においても，こうした取組を参考にするとともに， 

全庁的に一元管理を行う仕組みづくりを検討されたい。  

   (ｳ)  保管状況  

     ほとんどの施設では，視認しやすい場所にＡＥＤを保管  

していたが，一部の施設では，即座には取り出しにくい場  

所に設置されていた。救命措置を迅速に行うために，保管  

状況の改善を図られたい。  

ウ  情報提供の状況について  

   (ｱ) 施設内・外における表示の状況  

     救急救命ステーション標章をはじめとして，独自に作成  

したプレートや，ＡＥＤのメーカー等から受領したと思わ  

れるステッカーを貼り付けるなど，多様な方法により表示  

されていた。中でも，一部の施設では，ＡＥＤの具体的な  

設置場所も記載するなど，より詳細な情報提供が行われて  

いた。  

  一刻を争う救命措置において，時間を無駄にしないため  

にも，具体的な設置場所の記載や，予算の問題はあるが，  
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ＡＥＤの表示がされた壁掛け式のケースなどで保管する方  

法も検討されたい。  

     また，施設内の表示件数に比べて施設外の表示件数が少  

ない点について，路上で心臓発作（心室細動）を発症した  

際に，救護者に対して，近接する施設にＡＥＤが設置され  

ていることを的確に知らせる必要がある。  

そこで，例えば，全庁的に共通のマークや字体を用いた  

表示を作成し，ＡＥＤ設置施設に配付することによって，  

視認性を高めるなど，施設外の表示の充実化を図られたい。 

    (ｲ) 媒体を通じた情報提供  

     媒体を通じたＡＥＤ設置場所の情報については，柏市地  

図情報配信サービスのほか，一般財団法人日本救急医療財  

団が運営するホームページ（ＡＥＤ設置場所検索：データ  

公開に同意した事業所等のみ）で提供されており，内容も  

充実している。今後もさらなる充実を進められたい。  

     しかし，内容が充実していても，媒体の存在自体が周知  

されていなければ活用にはつながらない。広報紙やホーム  

ページなどの活字媒体に加え，消防局が開催している「救  

急フェア」を始めとした，様々な催事の機会を捉え，広く  

市民への周知を図られたい。  

エ  職員等による操作講習の受講状況について  

   ＡＥＤを設置している１８３か所のうち，１７４か所（９  

５％）に救命講習を始めとした操作講習を受講した職員等が  

配置されていることが確認された。その一方，９か所におい  

ては，受講修了者が配置されていなかった。  

救急救命ステーションの標章交付要件の一つとして，普通  

救命講習以上の講習を修了した者が勤務していることが求め  

られていることから，受講修了者が配置されていない施設に  

おいては，早急に職員等に普通救命講習を受講させられたい。 

併せて，消防局救急課においても，平成２５年４月９日付  

け柏消救第１１号「救急救命ステーション標章交付施設への  

調査について（依頼）」において実施している，施設内の普通  

救命講習以上の修了者有無の調査結果を活用し，修了者がい  
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ない施設に対して，受講を促す働き掛けを実施されたい。  

  また，管理を委託している施設の中には，施設内に救命技  

能を有する職員が常駐していることから，委託先の職員に対  

して普通救命講習等の受講を求めていない事例があった。  

  心臓発作（心室細動）を発症した人に，いつどこで遭遇す  

るか分からない中で，迅速な救命措置を実施できることを目  

的として，ＡＥＤの取扱いが一般の人にも認められたという  

背景を鑑みると，ＡＥＤの設置場所の一番近くにいる委託先  

の職員に対しても，普通救命講習等の受講を図られたい。  

   加えて，救命技能を維持向上するためには，２～３年ごと  

に講習を再受講することが望ましいとされている。受講修了  

者が配置されている施設においても，最終の受講から３年以  

上経過している施設があることから，当該施設においては早  

急な講習の再受講を，他の施設においても，職員等の計画的  

な再受講に留意されたい。  

オ  本体及び消耗品の購入状況について  

  ＡＥＤの導入当初は，製造メーカー及び取扱業者数が限定  

的であったため，購入という形態による導入は妥当であった  

と考えるが，普及が進むにつれ，製造メーカーも増加して導  

入実績を積んできていることに加え，リースやレンタルを取  

り扱う事業者も増加している。  

  ＡＥＤ本体の耐用年数は，機種によって幅があり，おおむ  

ね７～８年となっているが，メーカー保証が終了する５年を  

目安に交換することも少なくないようである。本市に設置さ  

れているＡＥＤも，購入から５年又は７～８年を迎えるもの  

があることから，交換に当たっては，価格を勘案した機種の  

選定のほか，購入とリース・レンタルのメリットとデメリッ  

トを比較考量した上での更新が望まれる。  

特に，レンタルの場合，消耗品の交換代金はレンタル料に  

含まれているため，契約期間内であれば追加の費用負担なく  

交換してくれる場合もあること，使用期限の管理もレンタル  

会社が行ってくれるため，期限切れを防止できることなど，  

金銭的・事務的負担が軽減される点は，財政難の下での事務  
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改善という観点からも，検討に値すると考えられる。  

  また，多くの施設を所管する部署では，一元的な管理によ  

りまとまった量の発注を可能とする工夫を行い，経済性を高  

める取組を行っている。しかし現状では，このような部署単  

独の取組にとどまっており，全庁的な数のメリットを生かし  

切れていない。  

本市における問題点として，ＡＥＤの管理を一元的に担う  

部署が設けられていないため，消耗品の購入等が個別対応に  

なってしまっていることが挙げられる。ＡＥＤ本体の交換時  

期が近付いていることに当たり，経済性の観点からも一元的  

な管理体制の構築を検討されたい。  

カ  指定管理者に対する管理及び運営の指示状況について  

  指定管理者制度が導入され，ＡＥＤが設置されている施設  

においては，いずれの施設も日常点検が実施されており，一  

応の指示は届いていると言える。  

しかしながら，詳細に見ていくと，施設によって点検頻度  

が毎日ではないこと，点検記録を作成していないこと，点検  

担当者を決めていないことなど，十分な管理体制が取られて  

いるとは言い難い施設もあった。  

指定管理者制度を導入している施設の担当部署においては， 

管理体制の構築及び適切な運営を，改めて指定管理者に指示  

をされたい。この点については，指定管理者制度導入施設の  

みならず，施設管理委託を行っている担当部署においても同  

様である。  
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(2) 市有施設におけるＡＥＤの設置と運用状況及び注 意 事 項  

 

種

類 

施 設 名  

施

設

数 

台

数 

点 検  

頻 度  

点

検

表 

ラ

ベ

ル 

内 部  

表 示  

外 部  

表 示  

講 習

受 講

受 講

者 数

行 

政 

施 

設 

本 庁 舎  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  1

別 館  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  1

分 庁 舎 １  1 1 毎 日  有  不 明  有  無  無  0

分 庁 舎 ２  1 1 毎 日  有  有  有  有  無  0

増 尾 台 防 災 会 館  1 0 今 後 の 施 設 利 用 状 況 を 見 て 検 討 す る 。  

柏 の 葉 サ ー ビ ス コ ー ナ ー  1 1 未 実 施 無  有  無  無  無   0

富 勢 出 張 所  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  2

柏 駅 前 行 政 サ ー ビ ス セ ン タ ー  1 1 毎 日  有  有  無  有  有  4

消 費 生 活 セ ン タ ー  1 0 中 央 体 育 館 等 に 隣 接 し て い る た め ， 共 用 す る 。

沼 南 庁 舎  1 1 毎 日  有  有  有  有  有  1 6

柏 市 リ サ イ ク ル プ ラ ザ  1 1 毎 日  無  有  有  無  有  6

山 高 野 浄 化 セ ン タ ー  1 0 一 般 の 人 は 来 な い た め ， 設 置 予 定 な し 。   

北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  3 0

南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー  1 1 毎 月  有  有  有  有  有  4

公 設 市 場  1 2 毎 日  有  有  有  有  有  1 5

北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 務 所  1 0 一 般 の 人 は ほ と ん ど 来 な い た め ， 設 置 予 定 な し 。

道 路 サ ー ビ ス 事 務 所  1 0 一 般 の 人 は ほ と ん ど 来 な い た め ， 設 置 予 定 な し 。

沼 南 庁 舎 バ ス 乗 継 場  1 0 沼 南 庁 舎 に 隣 接 し て い る た め ， 共 用 す る 。  

市 営 駐 車 場  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  6

水 道 部 庁 舎  1 1 毎 月  無  有  有  有  有  2 0

水 源 地  6 0 一 般 の 人 は ほ と ん ど 来 な い た め ， 設 置 は 未 定 。  

青 少 年 セ ン タ ー  1 1 毎 日  無  有  有  有  有  1

少 年 補 導 セ ン タ ー  1 0 一 般 の 人 は ほ と ん ど 来 な い た め ， 設 置 予 定 な し 。

柏 市 文 化 財 整 理 室  1 0 一 般 の 人 は 来 な い た め ， 設 置 予 定 な し 。  
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種

類 

施 設 名  

施

設

数 

台

数 

点 検  

頻 度  

点

検

表 

ラ

ベ

ル 

内 部  

表 示  

外 部  

表 示  

講 習

受 講

受 講

者 数

行  

政  

施  

設  

図 書 館 本 館  1 1 毎 月  無  有  有  無  無   0

図 書 館 分 館 （ 豊 四 季 台 分 館 を 除 く ） 1 5 0 近 隣 セ ン タ ー 等 の 一 室 に あ る た め ， 共 用 す る 。

豊 四 季 台 分 館  1 0 常 勤 職 員 が い な い た め ， 設 置 予 定 な し 。   

こ ど も 図 書 館  1 0 沼 南 庁 舎 内 に あ る た め ， 共 用 す る 。  

学 校 保 健 課  1 1 毎 日  無  有  無  有  有  3

学 校 給 食 セ ン タ ー  1 0 消 防 署 等 に 近 接 し て い る た め ， 共 用 す る 。  

救 急 課  1 2 毎 日  有  有  無  有  有  7

西 部 消 防 署  1 1 毎 日  有  有  有  有  有  6 1

西 部 消 防 署 大 室 分 署  1 1 毎 日  有  有  無  有  有  2 5

西 部 消 防 署 富 勢 分 署  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  2 5

東 部 消 防 署  1 1 毎 日  有  有  無  有  有  6 6

東 部 消 防 署 光 ヶ 丘 分 署  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  2 5

東 部 消 防 署 逆 井 分 署  1 1 毎 日  有  有  無  有  有  2 5

旭 町 消 防 署  1 1 毎 日  有  有  無  有  有  4 7

旭 町 消 防 署 西 原 分 署  1 1 毎 日  有  有  無  有  有  2 5

沼 南 消 防 署  1 1 毎 日  有  有  無  有  有  4 7

沼 南 消 防 署 高 柳 分 署  1 1 毎 日  有  無  無  有  有  2 5

沼 南 消 防 署 手 賀 分 署  1 1 毎 日  有  有  無  有  有  1 9

教 

育 

施 

設 

し こ だ 児 童 セ ン タ ー  1 1 毎 月  無  有  有  有  有  8

豊 四 季 台 児 童 セ ン タ ー  1 1 毎 月  無  有  有  有  有  6

高 柳 児 童 セ ン タ ー  1 1 毎 月  無  有  有  有  有  7

こ ど も ル ー ム  4 0 0 小 学 校 等 に 隣 接 し て い る た め ， 共 用 す る 。  

保 育 園  2 3 2 3 毎 日  有  有  有  有  有  約 7 0 0

キ ッ ズ ル ー ム（ ひ ま わ り ，こ す も す ） 2 2 毎 日  有  有  有  無  有  1 5

小 中 学 校  6 2 6 2 毎 日  有  有  有  有  有  1 7 9

市 立 柏 高 校  1 4 毎 月  有  有  有  有  有  5 0
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種

類 

施 設 名  

施

設

数 

台

数 

点 検  

頻 度  

点

検

表 

ラ

ベ

ル 

内 部  

表 示  

外 部  

表 示  

講 習

受 講

受 講

者 数

ス

ポ

ー

ツ

施

設 

中 央 体 育 館  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  

3 9

沼 南 体 育 館  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  

宮 田 島 運 動 場  1 1 毎 日  有  有  有  有  有  

逆 井 運 動 場  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  

大 津 ヶ 丘 中 央 公 園 運 動 場  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  

し い の 木 台 公 園 庭 球 場  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  

逆 井 市 民 プ ー ル  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  

ひ ば り ヶ 丘 市 民 プ ー ル  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  

柏 西 口 第 一 公 園 市 民 プ ー ル  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  

船 戸 市 民 プ ー ル  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  

大 津 ヶ 丘 中 央 公 園 市 民 プ ー ル  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  

手 賀 の 丘 公 園 運 動 場  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  

塚 崎 運 動 場  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  

柏 の 葉 庭 球 場  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  

松 葉 第 二 近 隣 公 園 庭 球 場  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  

富 勢 運 動 場  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  

新 十 余 二 第 一 公 園 野 球 場 ほ か 1 2 施 設 1 3 0 現 地 に 事 務 所 を 設 置 で き な い た め ，保 管 で き な い 。

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

施

設 
市 民 活 動 セ ン タ ー  1 0 平 成 ２ ６ 年 度 予 算 で の 対 応 を 検 討 す る 。  

ア ミ ュ ゼ 柏 （ 柏 中 央 近 隣 セ ン タ ー ） 1 1 毎 月  無  無  有  無  有  2 0

旭 町 近 隣 セ ン タ ー  1 1 毎 月  有  有  有  有  有  7

豊 四 季 台 近 隣 セ ン タ ー  1 1 毎 日  有  有  有  有  有  5

豊 四 季 台 近 隣 セ ン タ ー 体 育 館  1 1 毎 日  有  有  有  有  有  3

南 部 近 隣 セ ン タ ー         1 1 毎 日  無  有  有  無  有  1 2

南 部 近 隣 セ ン タ ー 体 育 館  1 1 毎 日  有  有  無  無  有  5

田 中 近 隣 セ ン タ ー  1 1 毎 週  無  有  無  有  有  2

北 部 近 隣 セ ン タ ー  1 1 毎 週  無  無  無  有  有  5

柏 ビ レ ジ 近 隣 セ ン タ ー  1 1 毎 日  有  無  無  有  有  3

西 原 近 隣 セ ン タ ー  1 1 毎 日  無  有  有  無  無   0
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種

類 

施 設 名  

施

設

数 

台

数 

点 検  

頻 度  

点

検

表 

ラ

ベ

ル 

内 部  

表 示  

外 部  

表 示  

講 習

受 講

受 講

者 数

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

施

設 

西 原 近 隣 セ ン タ ー 体 育 館  1 1 毎 日  無  有  有  無  無   0

永 楽 台 近 隣 セ ン タ ー        1 1 毎 日  有  有  有  有  有  1 2

布 施 近 隣 セ ン タ ー  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  8

根 戸 近 隣 セ ン タ ー  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  9

根 戸 近 隣 セ ン タ ー 体 育 館  1 0 近 隣 セ ン タ ー に 隣 接 し て い る た め ，共 用 す る 。

増 尾 近 隣 セ ン タ ー         1 1 毎 日  有  有  有  無  有  9

光 ヶ 丘 近 隣 セ ン タ ー        1 1 毎 日  有  有  有  無  有  11

新 富 近 隣 セ ン タ ー         1 1 毎 日  有  有  有  無  有  8

富 里 近 隣 セ ン タ ー  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  7

高 田 近 隣 セ ン タ ー         1 1 毎 日  有  有  有  有  有  1 3

新 田 原 近 隣 セ ン タ ー        1 1 毎 日  有  有  有  無  有  8

松 葉 近 隣 セ ン タ ー  1 1 毎 日  有  有  有  有  有  9

藤 心 近 隣 セ ン タ ー         1 1 毎 日  有  有  有  無  有  3

酒 井 根 近 隣 セ ン タ ー        1 1 毎 月  無  有  有  無  有  9

高 柳 近 隣 セ ン タ ー         1 1 毎 日  有  無  有  無  有  5

市 民 文 化 会 館  1 1 毎 日  無  有  無  有  有  3

勤 労 会 館  1 0 隣 接 施 設 に 設 置 さ れ て い る た め ， 共 用 す る 。

あ け ぼ の 山 農 業 公 園  1 1 毎 年  無  無  有  無  有  2 3

柏 市 都 市 農 業 ｾ ﾝ ﾀ （ー 道 の 駅 し ょ う な ん ） 1 1 毎 日  有  有  有  無  有  2

市 営 住 宅  1 4 0 不 特 定 多 数 の 人 は 来 な い た め ，設 置 予 定 な し 。

リ フ レ ッ シ ュ プ ラ ザ 柏  1 2 毎 日  有  有  有  無  有  4 9

手 賀 の 丘 公 園  1 1 毎 日  有  有  無  有  有  2

旧 吉 田 家 住 宅 歴 史 公 園  1 1 不 定 期 無  有  有  無  無   0

増 尾 城 址 総 合 公 園  1 0 予 算 の 確 保 が 難 し い た め ，当 面 設 置 予 定 な し 。

あ け ぼ の 山 公 園 柏 泉 亭  1 0 予 算 の 確 保 が 難 し い た め ，当 面 設 置 予 定 な し 。

北 柏 ふ る さ と 公 園  1 1 不 定 期 無  有  有  有  有  1

教 育 福 祉 会 館 （ 中 央 公 民 館 ）  1 1 毎 日  有  有  有  無  有  2 0

沼 南 公 民 館  1 1 毎 日  有  有  有  無  無   0

柏 市 民 ギ ャ ラ リ ー  1 0 入 居 す る 施 設 に 設 置 さ れ て い る た め ， 共 用 す る 。
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類 

施 設 名  

施

設

数 

台

数 

点 検  

頻 度  

点

検

表 

ラ

ベ
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内 部  
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外 部  

表 示  

講 習

受 講

受 講

者 数

保

健

福

祉

施

設 

地 域 福 祉 セ ン タ ー  1 0 中 央 公 民 館 内 に あ る た め ， 共 用 す る 。  

沼 南 社 会 福 祉 セ ン タ ー  1 1 毎 年  無  有  有  有  有  6

柏 病 院  1 2 毎 日  有  有  有  無  有  2 7

柏 市 立 介 護 老 人 保 健 施 設 は み ん ぐ 1 1 毎 月  有  有  有  有  有  2 0

柏 寿 荘  1 1 毎 年  無  有  無  有  有  6

沼 南 老 人 福 祉 セ ン タ ー い こ い 荘  1 1 毎 日  無  有  無  有  有  7

南 部 老 人 福 祉 セ ン タ ー  1 1 毎 年  無  有  無  有  有  6

北 柏 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー  1 1 不 定 期 無  有  有  有  有  9

中 央 老 人 福 祉 セ ン タ ー  1 0 中 央 公 民 館 内 に あ る た め ， 共 用 す る 。  

豊 四 季 台 老 人 い こ い の 家  1 0 児 童 セ ン タ ー に 隣 接 し て い る た め ，共 用 す る 。

青 和 園  1 1 毎 週  無  有  無  有  有  4

朋 生 園  1 1 毎 日  無  有  有  無  有  1 4

柏 市 保 健 医 療 福 祉 施 設 （ ｳ ｪ ﾙ ﾈ ｽ柏 ） 1 1 毎 年  無  有  有  有  有  9

介 護 予 防 セ ン タ ー い き い き プ ラ ザ 1 1 毎 年  無  有  無  無  無   0

ほ の ぼ の プ ラ ザ ま す お  1 1 毎 週  有  有  有  有  有  4

柏 市 中 央 保 健 セ ン タ ー  1 1 不 定 期 有  有  有  有  有  5

柏 市 沼 南 保 健 セ ン タ ー  1 1 不 定 期 有  有  無  有  有  5

合

計
 2 9 1 1 9 0       

約

1 , 9 0 0

 

上記の表は，平成２５年４月２６日を期限として，全部署か  

ら提出を受けた調査票による書面調査及び実地調査に基づいて  

いる。  

実地調査は，表のうち太枠・太字の施設に対して行った。な  

お，保育園は２園（富勢保育園，酒井根保育園），小学校（花野  

井小学校，土南部小学校）及び中学校（田中中学校，南部中学  

校）は各２校を対象とした。  

加えて，複数の施設のＡＥＤを一元的に管理している地域支  

援課（近隣センター）及び保育課（保育園）にも，管理状況に  

対する調査を行った。また，学校保健課には，所有する貸出し  
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用ＡＥＤの調査に加え，小中学校の管理状況の調査も実施した。

その結果，実地調査を行った先は４０か所，うち施設は３８か

所となった。  

 また，設置台数が０台の施設については，その理由を台数欄  

の右欄に記載している。  

   表 中 ，網 掛 け 部 分 は 注 意 事 項（ 要 改 善点 ）と し て ，改 善 に 努  

め ら れ た い 。（ ９  意 見 に 記 し た 施 設 は 除 く 。）  

９  意見  

今回の行政監査における意見を以下に列記するので，参考にさ  

れたい。  

 (1)  柏の葉サービスコーナー  

ＡＥＤの設置経緯が不明であるため，日常管理を行っていな  

いとのことであるが，行政施設であることから，周辺の施設に  

おけるＡＥＤの設置状況を踏まえ，当該施設へのＡＥＤ設置の  

要否を改めて検討されたい。  

検討の結果として，ＡＥＤの設置を希望する，他の施設への  

譲渡を行う場合は，譲り受けた施設において適切な管理運営を  

実施されたい。  

 (2)  学校保健課及び救急課  

 学校行事やイベント等の際に貸出しを行うＡＥＤのみを保有  

し，それぞれ事務室が入る建物の外部には設置の表示がされて  

いるが，事務室への表示の要否についても検討されたい。  

 (3)  消防署  

不特定多数の人が出入りする施設ではないことから，施設内  

部に表示が無くとも支障はないものと考えられるが，表示の要  

否について改めて検討されたい。  

 (4)  市民プール  

開場期間中はＡＥＤを設置することから，その間は外部表示  

も行う一方，閉場期間中は取り外すという対応が可能かどうか  

検討されたい。  

 (5)  柏市中央保健センター及び柏市沼南保健センター  

使用時のみ開場する施設であり，その際には点検を実施して  

いることから，管理運営の面から問題はないものと考えられる  
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が，可能な限り点検頻度を高められたい。  
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【資料１】全部署宛調査票様式  

 



 29

【資料２】平成２１年４月１６日付け厚生労働省文書  
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【資料３】平成２４年１０月１０日付け消防局長文書  
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【資料４】救急救命ステーションの標章交付要領  
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【資料５】民間事業者等への取組状況調査  

 今回の行政監査は，市有施設を対象として実施したものであるが，

より広範かつ実効性ある救急救命体制を構築するためには，民間事

業者等の協力も不可欠である。そこで，市有施設の状況と併せて，

民間事業者等への取組状況について，消防局救急課に対し調査を行

った。  

 平成１７年１１月に，救急救命ネットワークが立ち上げられ，平

成１８年度には，不特定多数の人が集まる施設を「普及促進施設」

として３９施設を選定し，民間事業者等に事業趣旨への賛同を促す

施策が開始された。この施策により，ＡＥＤの設置を勧奨すること

に加え，効果的な運用が図られるよう，普及促進施設に対する計画

的な救命講習の実施も盛り込まれた。  

 その後，平成２０年度にも，１６施設を普及促進施設として協力

依頼を行い，その結果，４５か所の民間施設（学校，駅，商業施設，

ホテル，スポーツ施設，金融機関等）が登録されるに至っている（平  

成２５年６月２５日現在）。また，新しく開設した施設に対しても，

各種調査を行った際の資料を基に，ＡＥＤ設置に向けての普及促進

を検討している。  

 さらに，一般財団法人日本救急医療財団では，ホームページで全

国のＡＥＤ設置場所が検索（データ公開に同意した事業所等のみ）

できるようになっており，本市では２０１件のＡＥＤ設置が掲載さ

れている。（平成２５年７月１日現在。）  

このホームページでは，民間企業や医療機関（病院，医院）が多

く登録されており，救急救命ステーションと併せ，幅広い種類の施

設に設置が進められていることが確認される。  

（ 一 般 財 団 法 人 日 本 救 急 医 療 財 団 ホ ー ム ペ ー ジ ： Ａ Ｅ Ｄ 設 置 場 所 検 索 ）  

 http : / /www.qqzaidan. jp /AED/aed .htm 

 ＡＥＤは，設置されるだけでは十分ではなく，日常管理が徹底さ

れることによって効果を発揮するものである。その点についても，

救急課では，国や県からの情報を，民間事業者等に適宜提供すると

ともに，日常点検の依頼も行っている。  

また，文書による依頼にとどまらず，市職員が事業所等に防火指

導や救急指導等で出向いた際，ＡＥＤの設置状況調査を併せて実施
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することで，実効性を高めている。今後は，定期的な確認調査を実

施することも検討しているとのことであった。  

 加えて，市民に救急業務への正しい理解と認識を深めることを目

的として，「救急フェア」を開催し，ＡＥＤの模擬使用体験を通した

啓発活動に取組んでいる。  

さらに，命の大切さや救命法の重要性を幼少期から根付かせ，救

命率の向上を図るため，平成２５年４月から市立小学校全４２校の

５・６年生を対象に，救命講習（「ジュニア救命士」制度）の授業を，

県内で初めて実施している。（【資料６】参照。）  

 

【救急救命ステーション・ＡＥＤ設置民間事業所等】

施 設  台 数 施 設  台 数

芝 浦 工 業 大 学 中 学 校 ・ 高 等 学 校  1 台 京 葉 銀 行 柏 支 店  1 台

二 松 学 舎 大 学  2 台 京 葉 銀 行 南 柏 支 店  1 台

日 本 橋 学 館 大 学  2 台 京 葉 銀 行 北 柏 支 店  1 台

東 日 本 旅 客 鉄 道 柏 駅  2 台 京 葉 銀 行 つ く し が 丘 支 店  1 台

東 日 本 旅 客 鉄 道 北 柏 駅  1 台 京 葉 銀 行 柏 の 葉 キ ャ ン パ ス 支 店  1 台

東 日 本 旅 客 鉄 道 南 柏 駅  1 台 京 葉 銀 行 豊 四 季 支 店  1 台

東 武 鉄 道 柏 駅  1 台 京 葉 銀 行 柏 駅 前 出 張 所  1 台

つ く ば エ ク ス プ レ ス 柏 の 葉 キ ャ ン パ ス 駅 1 台 京 葉 銀 行 柏 ロ ー ン プ ラ ザ  1 台

つ く ば エ ク ス プ レ ス 柏 た な か 駅  1 台 京 葉 銀 行 沼 南 支 店  1 台

髙 島 屋 柏 店  2 台 ち ば 東 葛 農 協 本 店  1 台

柏 ス テ ー シ ョ ン モ ー ル  3 台 ち ば 東 葛 農 協 柏 支 店  1 台

そ ご う 柏 店  2 台 東 葛 ふ た ば 農 協 土 支 店  1 台

モ ラ ー ジ ュ 柏  1 台 東 葛 ふ た ば 農 協 富 勢 支 店  1 台

三 井 ガ ー デ ン ホ テ ル 柏  1 台 東 葛 ふ た ば 農 協 手 賀 経 済 セ ン タ ー   1 台

ザ ・ ク レ ス ト ホ テ ル 柏  1 台 市 川 市 農 協 田 中 支 店   1 台

東 武 ス ポ ー ツ ク ラ ブ か し わ  1 台 市 川 市 農 協 十 余 二 支 店  1 台

柏 洋 ス イ マ ー ズ 江 戸 川 台 ス ク ー ル  1 台 市 川 市 農 協 松 葉 町 支 店  1 台

オ ー ク ス ベ ス ト コ ン デ ィ シ ョ ン ク ラ ブ 柏 1 台 金 子 整 骨 院  1 台

キ ッ ツ ウ ェ ル ネ ス 南 柏  1 台 西 川 整 骨 院  1 台

藤 ヶ 谷 カ ン ト リ ー ク ラ ブ  1 台 山 本 接 骨 院  1 台
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施 設  台 数

み の り の 湯 柏 健 康 セ ン タ ー  1 台

ア ト ッ ク ス 技 術 開 発 セ ン タ ー  1 台

柏 事 業 所 シ ー ハ ー ツ 柏  1 台

ウ イ ン グ ホ ー ル 柏 斎 場  1 台

サ ン エ レ ッ ク  1 台

（出所）柏市消防局ホームページ：「救急救命ステーション」自動体

外式除細動器（ＡＥＤ）の設置場所（平成２５年６月２５日現在）  
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【資料６】「ジュニア救命士」制度  

（広報かしわ平成２５年３月１日号）  

 

（広報かしわ平成２５年３月１日号掲載ホームページ）  

h t t p : / / w w w. c i t y. k a s h i w a . l g . j p / s o s h i k i / 0 2 0 3 0 0 / p 0 1 4 5 2 3 _ d / f i l / k 0 3 0 1 _ 1 . p d f  



 

 

行 政 監 査 

 

 
工事請負契約における設計変更及び  

契約変更に関する事務について  
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１  監 査 を 実 施 し た 監 査 委 員 名  

  吉  井  忠  夫  

  髙  田  幸  男  

  林    伸  司  

  市  村    衛  

 

２  監 査 の 種 類  

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ９ ９ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ る 行 政 監 査  

 

３  監 査 の 実 施 期 間  

  平 成 ２ ５ 年 ５ 月 １ ５ 日 か ら 平 成 ２ ５ 年 ８ 月 ９ 日 ま で  

 

４  監 査 の 対 象 と な る 事 務  

  工 事 請 負 契 約 に お け る 設 計 変 更 及 び 契 約 変 更 に 関 す る 事 務  

 

５  監 査 の 目 的  

  本 市 の 契 約 関 連 事 務 に つ い て は ， 平 成 ２ ２ 年 度 に 土 木 部 職 員 に

よ る 不 祥 事 が 明 ら か に な っ て 以 降 ， 不 適 正 な 事 務 執 行 の 再 発 防 止

を 期 す た め ， 全 市 調 査 の 実 施 を 通 じ た 実 態 の 把 握 ， 手 続 き 面 の 見

直 し ， マ ニ ュ ア ル 類 の 整 備 な ど 種 々 の 改 善 策 が 講 じ ら れ て お り ，

適 正 化 に 向 け 全 市 的 な 取 組 が 進 め ら れ つ つ あ る 。  

ま た ， 地 方 自 治 法 第 ２ ５ ２ 条 の ３ ７ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 平 成 ２

４ 年 度 に 実 施 さ れ た 包 括 外 部 監 査 に お い て は ，「 契 約 （ 工 事 ， 修

繕 工 事 ， 委 託 ， 物 品 購 入 ， 賃 貸 借 ） 並 び に 指 定 管 理 者 の 指 定 及 び

こ れ ら に 付 随 す る 支 出 に 係 る 事 務 の 執 行 」 を テ ー マ と し て ， 本 市

が 執 行 し た 契 約 及 び 支 出 事 務 等 ， 主 と し て 財 務 に 関 す る 事 務 手 続

き が 諸 規 定 に 則 し て 適 切 に 行 わ れ て い る か ど う か に つ い て 詳 細 な

検 証 が 加 え ら れ ， 要 改 善 事 項 又 は 意 見 が 付 さ れ た と こ ろ で あ る 。  

一 般 に ， 土 木 工 事 を 始 め と す る 工 事 請 負 契 約 に お い て は ， 現 場

条 件 の 変 化 や 住 民 要 望 等 ， 当 初 に 契 約 を 締 結 し た 際 に は 想 定 し 得

な か っ た よ う な 不 確 定 要 素 が 発 生 す る 可 能 性 が ， 物 品 購 入 契 約 な

ど 他 の 契 約 類 型 と 比 較 し て も 大 き い と い え る 。  
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工 事 請 負 契 約 の 成 果 物 と な る の が ， 道 路 ， 公 園 ， 下 水 道 な ど ，

住 民 の 生 活 及 び 経 済 活 動 を 支 え る 上 で 欠 か す こ と の で き な い 社 会

資 本 で あ る こ と に 鑑 み れ ば ， 当 該 契 約 に 係 る 事 務 の 執 行 に つ い て

は ， 財 務 的 な 領 域 に 属 す る も の の み な ら ず ， そ の 基 礎 と な る 設 計

及 び 積 算 事 務 な ど 専 門 的 ・ 技 術 的 な 領 域 に 属 す る も の に つ い て も ，

同 様 に 本 市 が 運 用 す る 諸 規 定 に 則 し て 適 切 に 執 行 さ れ て い て ， な

お か つ 十 分 に 経 済 性 及 び 効 率 性 を 備 え た も の で な け れ ば な ら な い

と 考 え る 。  

上 記 の よ う な 見 地 か ら ， 請 負 金 額 に 変 更 の あ っ た 工 事 請 負 契 約

を 対 象 と し て ， 設 計 ， 積 算 等 の 主 と し て 専 門 的 ・ 技 術 的 な 事 務 の

執 行 が ， 後 記 す る 諸 着 眼 点 に 照 ら し て 適 正 に 行 わ れ た か ど う か を

検 証 し ， 本 市 に お け る 契 約 関 連 事 務 の さ ら な る 適 正 化 に 資 す る こ

と を 期 し て ， 地 方 自 治 法 第 １ ９ ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 行 政 監 査

を 実 施 し た も の で あ る 。  

 

６  監 査 の 方 法 及 び 着 眼 点  

  平 成 ２ ４ 年 度 中 に 財 政 部 契 約 課 （ 以 下 「 契 約 課 」 と い う 。） が

契 約 手 続 き を 行 っ た 工 事 請 負 契 約 の 全 件 に つ い て ， 契 約 一 覧 等 関

係 資 料 の 提 出 を 求 め ， 本 市 に お け る 契 約 変 更 の 概 況 を 考 究 し つ つ ，

抽 出 し て 検 証 を 加 え る べ き 案 件 の 検 討 を 行 っ た 。  

  検 討 の 結 果 ， 後 述 す る と お り 請 負 金 額 の 変 更 が あ っ た 工 事 の 多

く が 土 木 工 事 関 連 と な っ て い た こ と な ど か ら ， 特 に 抽 出 検 証 の 対

象 と す る 工 事 請 負 契 約 と し て ， 土 木 部 を 予 算 執 行 部 と す る 次 の ４

件 を 選 定 し た 。  

  

 上 記 の ４ 工 事 請 負 契 約 に つ い て ， 関 係 資 料 の 閲 覧 及 び 検 証 を 行

い ， 併 せ て 担 当 者 か ら 必 要 に 応 じ て 説 明 を 受 け た 。  

件 名  主 管 課  

第 二 流 山 こ 線 橋 橋 脚 補 修 工 事  道 路 維 持 管 理 課  

旧 西 口 三 号 線 歩 道 整 備 工 事  道 路 整 備 課  

新 市 建 設 計 画 道 路 改 良 工 事 （ 24-1-3）  新 市 道 路 整 備 課  

柏 市 藤 心 地 先 舗 装 復 旧 工 事  下 水 道 整 備 課  
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監 査 の 主 な 着 眼 点 に つ い て は ， 次 の と お り と し た 。  

  (1) 当 初 契 約 に お け る 設 計 及 び 積 算 は 適 切 に 行 わ れ た か 。  

  (2) 変 更 契 約 に お け る 設 計 及 び 積 算 は 適 切 に 行 わ れ た か 。  

  (3) 設 計 又 は 契 約 の 変 更 （ 以 下 「 変 更 」 と い う 。 ） の 理 由 及 び

金 額 は 妥 当 か 。  

  (4) 変 更 の 理 由 及 び 事 実 関 係 は 関 係 書 類 （ 設 計 図 書 等 ） か ら 明

瞭 か 。  

  (5) 変 更 手 続 き は 所 定 の ガ イ ド ラ イ ン 等 に 則 し て 適 正 に 行 わ れ

て い る か 。  

  (6) 変 更 手 続 き は 必 要 が 生 じ た 都 度 遅 滞 な く 行 わ れ て い る か 。  

  (7) 変 更 を 行 う に 当 た り ， 発 注 者 と 受 注 者 と の 協 議 は 十 分 に 行

わ れ た か 。  

 

な お ， 技 術 的 か つ 専 門 的 な 観 点 か ら 検 証 を 要 す る 事 項 の 調 査  

に つ い て は ， 特 定 非 営 利 活 動 法 人 建 設 技 術 監 査 セ ン タ ー （ 以 下  

「 委 託 先 」 と い う 。） に 委 託 し ， 監 査 結 果 の 決 定 に 当 た っ て は

当 該 委 託 先 か ら 提 出 の あ っ た 調 査 結 果 報 告 書 の 内 容 を 参 考 と

し て 行 う こ と と し た 。  

  

７  監 査 の 概 要  

 (1) 平 成 ２ ４ 年 度 中 の 工 事 請 負 契 約 の 契 約 変 更 の 状 況  

   柏 市 財 務 規 則 別 表 第 二 の 規 定 に よ り ， 請 負 金 額 が １ ３ ０ 万 円

を 超 え る 工 事 請 負 契 約 （ 同 別 表 備 考 １ に 掲 げ る も の を 除 く 。）

に つ い て は ， 契 約 に 関 す る 事 務 を 契 約 課 が 取 り 扱 う こ と と さ

れ て い る 。  

平 成 ２ ４ 年 度 に 執 行 さ れ た 工 事 請 負 契 約 の う ち ， 契 約 課 取 扱

い の も の は ３ ０ ８ 件 で あ っ た 。 こ の う ち 単 価 契 約 （ あ ら か じ

め 数 量 を 確 定 で き な い た め に ， 一 定 期 間 を 設 定 し て 予 定 数 量

を 算 出 し た 上 で 単 価 を 定 め る 契 約 ） は ４ １ 件 で あ り ， す べ て

学 校 ， 公 園 そ の 他 市 有 施 設 に お け る 放 射 性 物 質 の 除 染 工 事 に

係 る 契 約 で あ っ た 。  

単 価 契 約 を 除 く 一 般 的 な 総 価 契 約 ２ ６ ７ 件 の う ち ， 請 負 金 額 ，

工 期 等 何 ら か の 契 約 内 容 を 変 更 す る 契 約 を 締 結 し て い る も の
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は １ ３ ８ 件 あ っ た 。 そ の う ち 請 負 金 額 を 増 額 し て い る も の は

７ ３ 件 ， 減 額 し て い る も の は ５ ５ 件 ， 工 期 な ど 請 負 金 額 以 外

の 契 約 内 容 を 変 更 し て い る も の は １ ０ 件 で あ っ た 。  

 

  

契約件数 構成比 当初契約金額 最終変更後契約金額 増減額 増減率

138 51.69% 3,074,438,850 3,087,761,250 13,322,400 0.43%

増額変更 73 27.34% 1,463,246,400 1,611,216,600 147,970,200 10.11%

減額変更 55 20.60% 1,323,177,450 1,188,529,650 -134,647,800 -10.18%

金額変更なし 10 3.75% 288,015,000 288,015,000 0 0.00%

129 48.31% 1,566,412,050 1,566,412,050 0 0.00%

267 100.00% 4,640,850,900 4,654,173,300 13,322,400 0.29%
（金額の単位：円）

表1　契約課扱いの工事請負契約（平成24年度）

総価契約計

契約変更なし

契約変更あり

区分

 

  

   ま た ， 請 負 金 額 の 変 更 が あ っ た １ ２ ８ 件 に つ い て ， 個 別 案 件

ご と の 請 負 金 額 の 増 減 状 況 に 着 目 し た と こ ろ ， そ の 分 布 状 況

は 表 ２ の と お り と な っ て い た 。  

 

  

10万円未満 50万円未満 100万円未満 500万円未満 1,000万円未満1,000万円以上 合計 平均増減額

4 23 8 32 3 3 73 2,026,989

1 13 11 23 5 2 55 -2,448,142

（金額の単位：円）

5％未満 10％未満 15％未満 20％未満 25％未満 30％未満 30%以上 平均増減比率

28 16 5 10 5 4 5 10.11%

24 7 7 9 1 2 5 -10.18%減少比率

表2　契約変更に伴う請負金額増減件数の分布状況

区分

増減比率

区分

増減額

増加額

減少額

増加比率

 

 

   さ ら に 当 該 １ ２ ８ 件 に つ い て ， 個 別 案 件 ご と の 工 事 主 管 課 に

つ い て も 着 目 し た と こ ろ ， そ の 分 布 状 況 は 表 ３ の と お り で あ

っ た 。  
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主管課名 増額変更 減額変更 計

都市部公園管理課 12 32 44

学校教育部学校施設課 12 9 21

土木部下水道整備課 15 4 19

土木部道路維持管理課 11 1 12

こども部保育課 3 2 5

土木部下水道維持管理課 4 1 5

土木部道路整備課 3 1 4

土木部新市道路整備課 3 1 4

生涯学習部スポーツ課 3 1 4

環境部南部クリーンセンター 1 1 2

経済産業部公設市場 2 0 2

総務部防災安全課 0 1 1

保健福祉部保健福祉総務課 0 1 1

土木部交通施設課 1 0 1

土木部排水対策課 1 0 1

学校教育部学校保健課 1 0 1

学校教育部市立柏高校 1 0 1

合計 73 55 128
（単位：件）

表3　金額に変更のあった工事請負契約における主管課の分布状況

 

    

な お ， 個 別 案 件 ご と の 業 種 に 着 目 し た と こ ろ ， そ の 分 布 状 況

は 表 ４ の と お り で あ り ， 土 木 一 式 ， 造 園 ， ほ 装 ， と び ・ 土

工 ・ コ ン ク リ ー ト と い っ た 土 木 工 事 関 連 が 全 体 の ８ ７ ． ５ ％

を 占 め て い た 。（ １ １ ２ 件 ／ １ ２ ８ 件 ）  

 

業種名 増額変更 減額変更 計

土木一式 50 31 81

造園 2 19 21

建築一式 6 2 8

ほ装 5 1 6

とび・土工・コンクリート 4 0 4

機械器具設置 3 0 3

電気 2 0 2

防水 1 1 2

電気通信 0 1 1

合計 73 55 128
（単位：件）

表4　金額に変更のあった工事請負契約における業種の分布状況
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土木部道路維持管理課

柏市柏一丁目１番先

日進建設株式会社

指名競争入札

当初契約 平成24年11月19日

変更契約 ①平成25年3月15日，②同27日，③同29日

当初契約 平成24年11月20日から平成25年3月15日まで

最終変更後 平成24年11月20日から平成25年7月31日まで

当初契約 27,930,000円

最終変更後 30,345,000円（2,415,000円増）

当初契約 26,670,000円（落札率95.49％）

最終変更後 28,927,500円（2,257,500円増）

※金額はすべて消費税を含んだ額

契約日

工期

設計
金額

契約
金額

主管課

工事場所

請負業者名

入札方式

(2) 監 査 の 対 象 と し た 工 事 請 負 契 約 の 概 要  

ア  第 二 流 山 街 道 こ 線 橋 橋 脚 補 修 工 事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 ２ ３ 年 ３ 月 １ １ 日 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災 を 受 け て 本

市 が 管 理 す る 橋 梁 に つ い て 点 検 し た 結 果 ， 柏 駅 南 口 近 傍 に 架

か る 当 該 こ 線 橋 に お い て 特 に 激 し い 損 傷 が 見 ら れ た こ と に よ

り ， 補 修 工 事 を 実 施 し た も の で あ る 。  

当 初 契 約 後 ， 現 地 精 査 の 結 果 当 初 設 計 に は な い 追 加 施 工 が

必 要 と な っ た こ と ， 関 係 機 関 と の 協 議 に 相 当 の 日 数 を 要 し た

こ と な ど を 理 由 に ， 合 計 ３ 回 の 契 約 変 更 を 行 っ て い る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               第二流山街道こ線橋橋脚補修工事（柏市柏一丁目） 
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土木部道路整備課

柏市高田１２０１番地先

株式会社　渋谷組

制限付き一般競争入札（事後審査型）

当初契約 平成24年5月22日

変更契約 平成24年9月24日

当初契約 平成24年5月23日から同9月30日まで

最終変更後 平成24年5月23日から同10月31日まで

当初契約 15,225,000円

最終変更後 17,955,000円（2,730,000円増）

当初契約 12,749,100円（落札率83.74％）

最終変更後 15,006,600円（2,257,500円増）

※金額はすべて消費税を含んだ額

契約日

工期

設計
金額

契約
金額

主管課

工事場所

請負業者名

入札方式

  イ  旧 西 口 三 号 線 歩 道 整 備 工 事  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏 駅 西 口 か ら 北 部 地 域 へ 通 ず る 重 要 な 幹 線 一 級 市 道 で あ り ，

年 々 交 通 量 が 増 加 傾 向 に あ る 旧 西 口 三 号 線 （ 市 道 ０ １ ０ ５ ０

号 線 ） に お い て ， 道 路 利 用 者 の 安 全 確 保 と 沿 線 環 境 の 向 上 及

び 地 域 の 交 通 環 境 の 改 善 を 図 る た め ， 沿 線 歩 道 の 一 部 （ ９ ６

ｍ ） に つ い て 整 備 工 事 を 実 施 し た も の で あ る 。  

当 初 契 約 後 ， 工 事 区 域 隣 接 地 の 関 係 者 か ら 歩 道 整 備 範 囲 の

追 加 に 関 す る 要 望 が あ り ， 協 議 の 結 果 歩 道 整 備 面 積 を ６ １ ㎡

増 加 す る こ と と し ， ま た 当 該 協 議 の た め に 不 測 の 日 数 を 要 し

た こ と な ど を 理 由 に ， １ 回 の 契 約 変 更 を 行 っ て い る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            旧西口三号線歩道整備工事（柏市髙田） 
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土木部新市道路整備課

柏市大井地先

青葉建設株式会社

制限付き一般競争入札（事後審査型）

当初契約 平成24年11月1日

変更契約 ①平成25年3月15日，②同21日

当初契約 平成24年11月2日から平成25年3月15日まで

最終変更後 平成24年11月2日から平成25年3月29日まで

当初契約 32,340,000円

最終変更後 35,070,000円（2,730,000円増）

当初契約 29,400,000円（落札率90.91％）

最終変更後 31,657,500円（2,257,500円増）

※金額はすべて消費税を含んだ額

主管課

工事場所

請負業者名

入札方式

契約日

工期

設計
金額

契約
金額

ウ  新 市 建 設 計 画 道 路 改 良 工 事 （ 24-1-3）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 １ ７ 年 の 旧 沼 南 町 と の 合 併 に 伴 い ， 合 併 後 の 新 市 の 一

体 性 の 確 立 の た め に 「 新 市 建 設 計 画 」 に お い て 構 想 さ れ た 幹

線 道 路 整 備 事 業 の 一 環 と し て ， 市 道 ０ １ ０ ９ ３ 号 線 が 千 葉 県

道 柏 印 西 線 と 交 差 す る 付 近 の 一 部 区 間 （ １ ２ ６ ． ８ ｍ ） に つ

い て ， 道 路 改 良 工 事 を 実 施 し た も の で あ る 。  

当 初 契 約 後 ， 路 床 安 定 処 理 工 の 追 加 ， 路 盤 廃 材 の 再 利 用 ，

交 差 点 照 明 の 採 用 及 び 路 床 安 定 処 理 工 の 追 加 を 行 っ た こ と

な ど を 理 由 に ， 合 計 ２ 回 の 契 約 変 更 を 行 っ て い る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    新市建設計画道路改良工事（24-1-3）（柏市大井） 
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土木部下水道整備課

柏市藤心一丁目２０番先

福田建設株式会社

制限付き一般競争入札（事後審査型）

当初契約 平成25年3月7日

変更契約 ①平成25年3月22日，②同25日，③同28日

当初契約 平成25年3月8日から同25日まで

最終変更後 平成25年3月8日から同31日まで

当初契約 2,856,000円

最終変更後 3,391,500円（535,500円増）

当初契約 2,730,000円（落札率95.59％）

最終変更後 3,202,500円（472,500円増）

※金額はすべて消費税を含んだ額

契約日

工期

設計
金額

契約
金額

主管課

工事場所

請負業者名

入札方式

エ  柏 市 藤 心 地 先 舗 装 復 旧 工 事  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    柏 市 藤 心 一 丁 目 ２ ０ 番 先 に お け る 公 共 汚 水 桝 及 び 割 り 込 み

人 孔 の 設 置 を 主 な 目 的 と す る 「 柏 第 １ ２ 処 理 分 区 公 共 汚 水 桝

設 置 工 事 」 の 完 了 後 ， 当 該 工 事 の 施 工 区 域 に お け る 舗 装 等 の

現 状 復 旧 等 工 事 と し て 実 施 し た も の で あ る 。  

当 初 契 約 後 ， 現 地 調 査 に 伴 う 舗 装 復 旧 面 積 の 変 更 や 「 柏

第 １ ２ 処 理 分 区 公 共 汚 水 桝 設 置 工 事 」 の 工 程 遅 延 に 伴 う 着

工 の 遅 延 な ど を 理 由 に ， 合 計 ３ 回 の 契 約 変 更 を 行 っ て い る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              柏市藤心地先舗装復旧工事（柏市藤心一丁目） 
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８  監 査 の 結 果  

  監 査 の 結 果 ， 抽 出 検 証 し た ４ 工 事 請 負 契 約 に お け る 設 計 ， 積 算

及 び 契 約 の 変 更 に 関 す る 事 務 は ， お お む ね 適 正 に 執 行 さ れ て い る

も の と 認 め ら れ た 。  

な お ， 委 託 先 よ り 提 出 さ れ た 「 行 政 監 査 技 術 調 査 業 務 委 託 報 告

書 」 は 別 添 の と お り で あ る 。  

 

９  意 見  

本 監 査 に お い て 抽 出 検 証 を 行 っ た ４ 工 事 請 負 契 約 の う ち ， 下 水

道 整 備 課 （ 以 下 「 主 管 課 」 と い う 。） が 所 管 す る 「 柏 市 藤 心 地 先

舗 装 復 旧 工 事 （ 以 下 「 舗 装 復 旧 工 事 」 と い う 。）」 に つ い て は ， 当

初 の 計 画 段 階 で は 当 該 工 事 と 同 一 の 箇 所 に お い て 行 わ れ た 「 柏 第

１ ２ 処 理 分 区 公 共 汚 水 桝 設 置 工 事 （ 以 下 「 本 体 工 事 」 と い う 。）」

の 付 帯 工 事 と し て 積 算 及 び 設 計 が 行 わ れ て い た 。  

  主 管 課 の 説 明 に よ る と ， 本 体 工 事 は ， 柏 市 藤 心 一 丁 目 ２ ０ 番 先

に お け る 公 共 汚 水 桝 及 び 割 り 込 み 人 孔 の 設 置 を 主 た る 施 工 概 要 と

す る 工 事 請 負 契 約 で あ っ た が ， 割 り 込 み 人 孔 設 置 箇 所 に お い て 当

初 設 計 と は 異 な る 高 水 位 の 地 下 水 が 確 認 さ れ ， そ の 対 策 と し て 薬

液 注 入 工 の 追 加 及 び 土 留 め の 変 更 を 行 う 必 要 が 生 じ た 等 の 理 由 か

ら ， 工 種 の 追 加 ， 請 負 金 額 の 変 更 及 び 工 期 の 延 長 を 行 う べ く ， 平

成 ２ ５ 年 ２ 月 ２ ２ 日 に 変 更 契 約 を 締 結 し た も の で あ る 。  

こ の 際 ， 当 初 本 体 工 事 の 付 帯 工 と し て 設 計 し て い た 舗 装 の 現 状

復 旧 に 係 る 工 事 に つ い て ， 従 来 の 一 体 的 に 発 注 す る 方 針 を 改 め ，

本 体 工 事 か ら 分 離 さ せ て 単 独 工 事 と し て 行 う こ と と し た こ と に よ

り ， 舗 装 復 旧 工 事 は 本 体 工 事 か ら 分 離 さ れ て 別 途 設 計 さ れ ， 単 独

の 工 事 請 負 契 約 と し て 施 工 さ れ て い る 。  

本 体 工 事 及 び 舗 装 復 旧 工 事 そ れ ぞ れ に お け る 工 種 ご と の 設 計 額

の 変 更 状 況 は ， 表 ５ の と お り で あ る 。  



51 

当初契約(A) 変更契約(B) (B)/(A) (D)/(A)
直接工事費（管路） 2,239,709 2,921,347 1,471,693 4,393,040 130.43% 196.14%

土留め 36,600 1,226,750 0 1,226,750 3351.78% 3351.78%
管路土留工 36,600 0 0 0 0.00% 0.00%
補助地盤改良工 0 1,226,750 0 1,226,750 皆増 皆増

マンホール工 387,575 394,975 0 394,975 101.91% 101.91%
桝工 738,994 701,744 0 701,744 94.96% 94.96%

管路土工 133,624 96,374 0 96,374 72.12% 72.12%
ます設置工 605,370 605,370 0 605,370 100.00% 100.00%

付帯工 1,076,540 177,081 1,471,693 1,648,774 16.45% 153.15%
切削オーバーレイ工 0 0 1,293,050 1,293,050 ― 皆増
舗装撤去工（一層） 194,249 0 0 0 0.00% 0.00%
舗装撤去工（二層） 0 38,484 18,312 56,796 皆増 皆増
管路土工 37,528 37,528 42,219 79,747 100.00% 212.50%
舗装復旧工（一層） 678,776 0 0 0 0.00% 0.00%
舗装復旧工（二層） 0 0 20,007 20,007 ― 皆増
舗装仮復旧工（一層） 74,970 0 0 0 0.00% 0.00%
舗装仮復旧工（二層） 0 101,069 0 101,069 皆増 皆増
区画線工 91,017 0 98,105 98,105 0.00% 107.79%

立坑工 0 420,797 0 420,797 皆増 皆増
共通仮設 447,720 568,000 321,400 889,400 126.87% 198.65%
現場管理費 924,000 1,206,000 603,000 1,809,000 130.52% 195.78%
一般管理費等 508,571 654,653 323,907 978,560 128.72% 192.41%
工事価格 4,120,000 5,350,000 2,720,000 8,070,000 129.85% 195.87%
消費税相当額 206,000 267,500 136,000 403,500 129.85% 195.87%
工事費計（設計額） 4,326,000 5,617,500 2,856,000 8,473,500 129.85% 195.87%
落札金額（税込） 4,294,500 5,575,500 2,730,000
落札率 99.27% 99.25% 95.59%
希望工期 平成25年2月22日 平成25年3月25日 平成25年3月25日
契約日 平成25年1月15日 平成25年2月22日 平成25年3月7日

（金額の単位：円）

表5　「柏第12処理分区公共汚水桝設置工事」と「柏市藤心地先舗装復旧工事」との関係

変更率公共汚水桝設置工事（本体工事） 舗装復旧工事(С)
※当初契約

（B）＋(С)＝（D)

 

 

こ の よ う な 取 扱 い と な っ た 背 景 に は ， 当 初 の 発 注 が す で に 年 度

の 後 半 で あ っ た た め に 時 間 的 な 余 裕 が な か っ た こ と ， ま た 地 域 住

民 か ら の 要 望 に 基 づ く 工 事 で あ る こ と か ら ， 迅 速 か つ 的 確 に 対 応

し て い か な け れ ば な ら な い 事 情 が あ っ た こ と な ど が あ り ， こ う し

た 状 況 に 的 確 に 対 応 し て い く た め に は ， ど う し て も 分 割 契 約 が 可

能 な 舗 装 の 原 状 復 旧 に 係 る 工 種 を 別 途 契 約 と せ ざ る を 得 な か っ た

と の こ と で あ っ た 。  

し か し な が ら ， 当 初 付 帯 工 事 と し て 一 体 的 に 設 計 さ れ て い た 舗

装 復 旧 工 事 を 分 離 さ せ ， 別 途 工 事 と し て 設 計 す る こ と は ， 落 札 率

な ど の 条 件 に よ り 一 概 に は 言 え な い が ， 一 般 的 に は 経 費 の 増 嵩 を

招 く こ と か ら ， 経 済 的 な 観 点 か ら 疑 問 の 残 る と こ ろ で は あ る 。  

 

本 市 で は ， 工 事 請 負 契 約 に お け る 設 計 図 書 の 変 更 （ 設 計 変 更 ）

及 び 工 事 の 一 時 中 止 に 係 る 事 務 に お け る 発 注 者 ， 受 注 者 双 方 の 責

任 の 明 確 化 及 び 契 約 内 容 の 透 明 性 の 向 上 を 図 り ， 手 続 き の 円 滑 化 ，

適 正 化 に つ な げ る こ と を 目 的 と し て ， 平 成 ２ ３ 年 ７ 月 １ 日 に 「 土

木 工 事 請 負 契 約 に 係 る 設 計 変 更 等 ガ イ ド ラ イ ン （ 以 下 「 ガ イ ド ラ

イ ン 」 と い う 。）」 を 策 定 し ， 設 計 変 更 等 事 務 の 執 行 に 当 た っ て の
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基 本 原 則 と し て い る 。  

  ま た ， 当 該 ガ イ ド ラ イ ン の 策 定 を 主 管 し た 総 務 部 技 術 管 理 課

（ 以 下 「 技 術 管 理 課 」 と い う 。） は ， 契 約 事 務 を 行 う 庁 内 各 所 属

の 担 当 リ ー ダ ー 級 以 上 の 職 員 を 対 象 と し て 平 成 ２ ３ 年 ８ 月 ３ １ 日

に 開 催 さ れ た 「 契 約 事 務 適 正 化 説 明 会 」 に お い て ， 当 該 ガ イ ド ラ

イ ン の 概 要 及 び ね ら い に つ い て 説 明 を 行 っ て お り ， ガ イ ド ラ イ ン

で 規 定 す る こ と と し た 基 本 原 則 の 担 当 者 レ ベ ル に お け る 周 知 徹 底

を 図 っ て い る 。  

  当 該 説 明 会 に お い て 技 術 管 理 課 が 用 い た レ ジ ュ メ に は ， ガ イ ド

ラ イ ン に お け る 設 計 変 更 の 取 扱 い 基 準 の 重 点 項 目 と し て ， 次 の よ

う な 記 載 が な さ れ て い る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  な お ， 上 記 引 用 部 に も 見 ら れ る 「 柏 市 公 共 工 事 適 正 化 会 議 」 と

は ， 本 市 の 発 注 す る 公 共 工 事 の 契 約 内 容 の 透 明 化 と 適 正 な 施 行 を

図 る た め ， 平 成 ２ ３ 年 ７ 月 １ 日 に 設 置 さ れ た 組 織 で あ り ， 土 木 工

事 で 当 初 設 計 金 額 の ３ ０ ％ を 超 え る 形 で 行 わ れ た 設 計 変 更 等 に つ

い て ， そ の 妥 当 性 及 び 適 正 性 を 調 査 審 議 す る こ と と し た も の で あ

る 。  

冒 頭 で 取 り 上 げ た 本 体 工 事 及 び 舗 装 復 旧 工 事 に つ い て ， 上 述 の

ガ イ ド ラ イ ン の 存 在 が 与 え た 影 響 と い う 面 か ら 再 度 考 察 す る 。  

土木工事設計変更ガイドラインの概要（平成２３年７月１日施行） 

（中略）  

４ 変更見込金額が請負代金額３０％を超える工事は，原則として別

途契約 

①現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合

を除き，原則として，別途に契約 

②柏市においては，変更見込金額が請負代金額の３０％を超える

工事については，柏市公共工事適正化会議設置要領（平成２３

年７月１日制定）に従い適否を判断 

（ただし，当初請負代金額１３０万円以下の工事及び緊急工事に

ついては，予算執行課長の判断により，必要な手続きをとる） 
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表 ５ か ら も 明 ら か な と お り ， 本 体 工 事 に お い て は ， 契 約 変 更 に

伴 っ て 「 補 助 地 盤 改 良 工 」 及 び 「 立 坑 工 」 が 新 た に 追 加 さ れ て い

る が ， 実 際 に 分 割 契 約 と さ れ て い る の は こ れ ら の 新 規 追 加 工 種 で

は な く ， 従 来 か ら 付 帯 工 と し て 設 計 に 含 ま れ て い た 舗 装 の 原 状 復

旧 に 係 る 工 種 と な っ て い る 。  

補 助 地 盤 改 良 工 も 立 坑 工 も ， い ず れ も ガ イ ド ラ イ ン が 別 途 契 約

の 適 用 除 外 と し て 定 め る 「 現 に 施 工 中 の 工 事 と 分 離 し て 施 工 す る

こ と が 著 し く 困 難 」 な 工 種 で あ る た め ， こ れ ら を 分 割 さ せ な か っ

た こ と に つ い て は ， 純 粋 に や む を 得 な い も の と 考 え ら れ る 。  

た だ し ， そ れ 自 体 に 分 割 契 約 と す る 必 然 性 を 特 段 持 た な い 舗 装

の 原 状 復 旧 に 係 る 工 種 を 別 途 契 約 と せ ざ る を 得 な か っ た と い う 説

明 に つ い て は ， 年 度 末 と い う 時 間 的 な 制 約 下 に お い て ， ガ イ ド ラ

イ ン に 定 め る 変 更 見 込 み 金 額 が ３ ０ ％ を 超 え る 案 件 で あ る と し て

「 柏 市 公 共 工 事 適 正 化 会 議 」 に 付 議 す る こ と と し た 場 合 に ， 当 該

付 議 等 に 係 る 事 務 処 理 等 日 数 を 考 慮 す る と ， 翌 年 度 へ の 事 業 繰 越

し と な る こ と が 避 け ら れ な い こ と が 確 実 で あ っ た た め に ， そ の よ

う な 事 態 を 避 け た い と の 判 断 が 少 な か ら ず 介 在 し て い る も の と 考

え ざ る を え な い 。  

 

結 果 と し て ， 本 体 工 事 か ら 舗 装 復 旧 工 事 を 分 離 さ せ た 主 管 課 の

判 断 に つ い て は ， 当 時 の 状 況 に 照 ら し て 採 り う る 次 善 策 で あ っ た

も の と 判 断 す る が ， そ も そ も 主 管 課 に お い て こ の よ う な 措 置 を 取

ら ざ る を 得 な か っ た 背 景 に は ， や は り 当 初 の 本 体 工 事 に お け る 契

約 の 着 手 が 平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 と 遅 く ， 年 度 内 に す べ て を 完 結 さ せ

よ う と す る に 当 た り ， 当 初 に 想 定 さ れ な か っ た よ う な 事 態 が 発 生

し た 場 合 に お い て 適 切 な 措 置 を 講 じ る に 足 る だ け の 時 間 的 な 余 裕

が ほ と ん ど な か っ た こ と が 大 き く 影 響 し て い る も の と 考 え る 。  

今 後 の 工 事 請 負 契 約 に お け る 設 計 ・ 積 算 及 び 契 約 事 務 の 執 行 に

当 た っ て は ， 当 初 設 計 で 予 見 で き な い 事 態 が 発 生 し ， 設 計 変 更 や

工 事 の 一 時 停 止 が 避 け ら れ な い 場 合 も 想 定 し ， こ れ に 十 分 対 応 で

き る よ う 時 間 的 余 裕 を 考 慮 し た ス ケ ジ ュ ー ル 設 定 を 心 が け る と と

も に ， 上 述 の ガ イ ド ラ イ ン 等 ， 本 市 が 当 該 事 務 の 執 行 に 際 し て 定

め た 関 係 諸 規 定 を 遵 守 さ れ る よ う 望 み た い 。  



 



別添 

                  平成２５年７月３１日 
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はじめに 

本報告書は、柏市監査委員の要請に基づいて行政監査技術調査業務の結果をとり

まとめたものである。 

行政監査技術調査業務は、柏市監査事務局が選定した対象工事４件の「工事の設

計変更及び契約変更について」技術的な観点から検証調査を行い、その調査結果を

本報告書にまとめた。 

業務実施にあたり、対象工事について関係する着眼点を明確にして、工事関係書

類を調査し、担当課への質問・回答及びヒアリングを行い、技術士の専門的立場か

ら柏市が実施した工事変更契約プロセスの適切性・妥当性を判断したものである。 

 

１．調査基本方針 

１）「行政監査技術調査業務委託仕様書」に基づき工事関係書類について調査を行

い、工事変更契約プロセスが適切であるか否かを確認する。 

２）工事における設計、積算、契約、施工の各工程において、工事変更契約プロセ

スに関係する基準及び工事関係書類を基に、調査担当技術士が事前に着眼点に関

するチェック項目を抽出し、チェック項目について適切に、適正に実施されてい

るか、「着眼点調査結果一覧表］を作成する。 

３）「着眼点調査結果一覧表］において適切性・妥当性判断を行い、課題の抽出と

提言を述べる。 

 

２．調査内容 

工事変更契約プロセスに関して技術調査の各工程は、以下のとおりである。各工

程について、当初設計と変更設計について調査した。 

１）設計：適用する設計基準の書類名、特記仕様書及び設計図書、構造計算、地

質調査報告、工程表 

２）積算：適用する積算基準の書類名、工事の積算、見積資料 

３）契約：工事請負契約、業者選定資料、変更契約書 

４）施工：施工計画、作業手順、施工図、材料・試験検査等の記録、関連工事と

の連絡調整、工事打合せ簿（工期変更・設計変更に対する指示書関係）、完成

時期又は納入時期 

 

３．対象工事名 

  対象工事名と担当課は、次の４工事である。 

  ①工事；第二流山街道こ線橋橋脚補修工事（道路維持管理課） 
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  ②工事；旧西口三号線歩道整備工事（道路整備課） 

  ③工事；新市建設計画道路改良工事（24-1-3）（新市道路整備課） 

  ④工事；柏市藤心地先舗装復旧工事（下水道整備課） 

 

４．着眼点 

  着眼点は、委託業務仕様書に示された下記の項目である。 

  １）当初契約における設計積算は適切に行われたか。 

  ２）変更契約における設計積算は適切に行われたか。 

  ３）設計または積算の変更（以下「変更」）の理由及び金額は妥当か。 

  ４）変更の理由や事実関係は、関係書類から（設計図書等）明瞭か。 

  ５）変更手続きは、所定のガイドライン等に則って適正に行われているか。 

  ６）変更手続きは、必要が生じた都度遅滞なく行われているか。 

  ７）変更を行うに当たり、発注者と受注者との協議は十分行われたか。 

  ８）その他 

 

５．委託期間及び調査日程 

  技術調査は、以下の期間及び日程において進めた。 

  １）委託期間 ； 平成 25 年 5 月 9 日から平成 25 年 7 月 31 日 

  ２）書類調査  ； 平成 25 年 6 月 5 日（水） 

  ３）質問書回答      ；  平成 25 年 6 月 21 日（金） 

  ４）質問書のヒアリング  ； 平成 25 年 7 月 4 日（木） 

①  9:00～10:20 道路維持管理課 

② 10:30～11:40 道路整備課 

③ 13:15～14:20 新市道路整備課 

④ 14:50～15:50 下水道整備課 

 

６．技術調査関係資料 

監査事務局、設計・工事担当部署及び工事関係者から提出された調査資料の内容

は、次の通りである。 

(1) 契約関係書類綴 

（特記仕様書、設計図書、数量計算書、工期変更伺及び添付資料） 

(2）積算関係綴 （見積りに関する書類） 

（3）施工関係書類綴（工事打合せ簿及び添付書類） 

（4）材料試験検査関係書類 
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７．行政監査ヒアリング出席者 

 

①第二流山街道こ線橋橋脚補修工事【道路維持管理課】 

担当名 職層名 職種名 氏名 備考 

維持補修担当 

副参事 土木技師 鈴木 久雄  

統括リーダー 土木技師 湯浅 清民  

主査 土木技師 小池 健二  

主事 土木技師 川島 圭裕 監督職員 

 

②旧西口三号線歩道整備工事【道路整備課】 

担当名 職層名 職種名 氏名 備考 

建設担当 
副参事 機械技師 杉山 雅孝  

担当リーダー 土木技師 新井 知己  

用地担当 主査 土木技師 灰屋 寛之 監督職員 

 

③新市建設計画道路改良工事（24-1-3）【新市道路整備課】 

担当名 職層名 職種名 氏名 備考 

用地担当 副参事 一般事務 長町  洋  

計画・建設担当 
統括リーダー 土木技師 飯島  勲  

担当リーダー 土木技師 公野 隆義  

 

④柏市藤心地先舗装復旧工事【下水道整備課】 

担当名 職層名 職種名 氏名 備考 

整備担当 
担当リーダー 土木技師 小泉 雄司  

主事補 土木技師 大島 辰朗 監督職員 

 

【監査事務局】 

担当名 職層名 職種名 氏名 備考 

監査担当 

事務局長 一般事務 山仲 英二  

副主幹 一般事務 鈴木 朋彦  

主任 一般事務 梶川 泰蔵  
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８．技術調査結果 

  技術調査の結果を以下にとりまとめる。 

 

８．１ 対象工事の「契約変更内容一覧表」 

変更工事の内容は、各工事の「契約変更内容一覧表」に示す。 

①第二流山街道こ線橋橋脚補修工事「契約変更内容一覧表」 

項 目 内 容 

工事名 第二流山街道こ線橋橋脚補修工事 

施工業者 日進建設（株） 

主管課 道路維持管理課 

当初工期 平成 24 年 11 月 20 日～平成 25 年 3 月 15 日 

変更回数 ３回 

第

１

回

変

更 

変更主題 工期の変更 

変更理由 工事内容の変更に不測の日数を要した。 

変更工事内容 工期3月15日から3月29日までの14日間の工期延長。

変更金額 なし 

手続き ①H25.3.8「工期延長変更請求書」に相当の日数を要す

る旨施工業者より提出。「工事打合せ簿」なし。 

②H25.3.12 「工事変更契約伺」起票 

「変更理由書」添付 

第

２

回

変

更 

変更主題 電気設備工、撤去工及び仮設工追加 

変更理由 現地精査結果及び設計照査により施工不可能箇所が判

明、鉄道関係機関協議に不測の時間を要した。 

変更工事内容 仮設工、電気設備工、道路照明設備撤去工等 

契約金額 増額 

手続き ①H24.11.21「工事打合せ簿」受注者より提出、内容は

設計照査結果について別紙の協議 

②H25.2.19「工事打合せ簿」発注者より別紙の各項目

について回答 

③この間、第１回変更により工期延期を行う。 

① H25.3.22「工事変更契約伺」起票 

② H25.3.22「工事打合せ簿」発注者より別添のとおり

施工指示 
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項 目 内 容 

 

第

３ 

回

変

更 

変更主題 工期の延期 

変更理由 第２回変更と同じ 

変更内容 工期 3 月 29 日から 7 月 31 日までの４カ月間の工期延

期 

契約金額 なし 

手続き ①第２回変更の手続きを踏まえて適正工事期間の延

期。 

②H25.3.29「工事変更契約伺」起票 

 

②旧西口三号線歩道整備工事「契約変更内容一覧表」 

項 目 内 容 

工事名 旧西口三号線歩道整備工事 

施工業者 （株）渋谷組 

主管課 道路整備課 

当初工期 平成 24 年 5 月 23 日～平成 24 年 9 月 30 日 

変更回数 １回 

１

回

目

変

更 

変更主題 ①隣接地協議による追加工事 

②工期延期 

変更理由 ①隣接土地協議により歩道整備範囲の追加要望があり

増額変更 

②協議日数を要したため工事期間延期 

変更工事内容 ①歩道整備面積 A＝61 ㎡の増及び関連道路構造物の延

長追加 

②H24.10.31 まで約１カ月間の工期延長 

契約金額 増額 

手続き ①H24.6.7 当初「施工計画書」承認 

②H24.6.29「工事打合せ簿」設計照査結果とその回答 

③H24.9.10「工期延長変更請求書」受注者より提出 

④H24.9.11「工事変更契約伺」起票 

⑤H24.9.28「工事打合せ簿」変更施工計画書承認 
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③新市建設計画道路改良工事（24－1－3）「契約変更内容一覧表」 

 項 目 内 容 

工事名 新市建設計画道路改良工事（24－1－3） 

施工業者 青葉建設（株） 

主管課 新市道路整備課 

当初工期 平成 24 年 11 月 2 日～平成 25 年 3 月 15 日 

変更回数 ２回 

１

回

目

変

更 

変更主題 ①路床安定処理工 A＝915 ㎡追加 

②工期の変更 

変更理由 ①現状路床 CBR 調査の結果、設計 CBR 値６％以下によ

る強度不足のため路床安定処理工の追加 

②東京電力が管理する工作物の移設工事の遅れによる工

期延期 

変更工事内容 ① 路床安定処理工の変更内容 

・路床安定処理（固化剤添加量 75.4kg／㎥） 

・目標 CBR 値＝11．2％ 

・路床厚ｔ＝60 ㎝ 

②工期 3 月 15 日を 3 月 29 日に延期 

契約金額 増額 

手続き ①H25.2.6「工事打合せ簿」受注者より CBR 試験結果報

告書を提出 

②H25.2.7 発注者より固化材の添加量を 45.3kg/㎡とす

る旨回答 

③H25.3.7 「工事変更契約伺」起票 

２

回

目

変

更 

変更主題 ①路盤廃材処理の減 

②歩道照明２基のうち１基を交差点照明に変更 

変更理由 ①路盤廃材の処理を他工事への有効利用及び既設路盤厚

が当初設計より薄かったため 

②交差点照明の変更 

変更工事内容 ①処分費減額及び運搬費 310 ㎥から 210 ㎥への減 

②歩道照明（H=5m）２基を１基に、交差点照明（H=10m）

を１基追加 

契約金額 増額 

手続き H25.3.15「工事変更契約伺」起票 
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④柏市藤心地先舗装復旧工事「契約変更内容一覧表」 

項 目 内 容 

工事名 柏市藤心地先舗装復旧工事 

施工業者 福田建設（株） 

主管課 下水道整備課 

当初工期 平成 25 年 3 月 8 日～平成 25 年 3 月 25 日 

変更回数 ３回 

１

回

目

変

更 

変更主題 工事数量の変更 

変更理由 ①舗装復旧面積の増加 

②人孔仕上がり高さの変更による調整工の追加 

変更工事内容 ①切削オーバーレイ 121 ㎡増、区画線の増 

②嵩上げ調整工 4 カ所増 

契約金額 増加 

手続き ① H25.3.15「工事変更契約伺」起票 

２

回

目

変

更 

変更主題 工期の延期 

変更理由 本工事箇所にて同時期施工の下水道工事の工程に遅延

が生じ，本工事の着工が遅れたため 

変更工事内容 工期を 3 月 8 日から 3 月 31 日まで延期 

契約金額 なし 

手続き ①H25.3.22「工事延長変更請求書」受注者より提出 

②H25.3.25「工事変更契約伺」起票 

３

回

目

変

更 

変更主題 工事数量の変更 

変更理由 現地測量結果切削オーバーレイ工の数量減 

変更工事内容 オーバーレイ工の 85 ㎡の減 

契約金額 減額 

手続き ①H25.3.25「工事変更契約伺」起票 

「変更理由書」添付 
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８．２ 着眼点のまとめ「着眼点調査結果一覧表」 

着眼点の各チェック項目（質問項目）についてまとめ、適切性を評価する。なお、

表中の工事名は、①②③④で示す。 

「着眼点調査結果一覧表」（１） 

着眼点のチェック項目 チェック項目のまとめ 評価 

（着眼点－１）当初契約における設計積算は適切に行われたか。 

Q1．積算基準書は何を使用した

か、基準の決裁は 

各工事とも千葉県の積算基準により

行われている。 

適切 

Q2．設計は誰が行い、チェック者

 は 

①③は外部委託者、②④は担当者が

行い、チェックは各職位の決裁で行

っている。 

適切 

Q3．工事数量の算出者、チェック

者は、数量算出要領の有無 

①②③は外部委託業者が行い、協

議・指示し、成果品は検査職員のチ

ェック。④は担当職員が行っている。

数量算出要領はない。 

適切 

Q4．施工条件明示は行っているか ①③④は｢施工条件明示｣に明示、②

は特記仕様書に記述。 

統 一 性 不

足 

Q5．積算は市職員か、外部委託し

ていますか 

①は委託内容から市担当者がまと

め、決裁時に指摘があり再積算。②

③④は市担当者が行い、決裁者がチ

ェックしている。①④はチェックで

差し戻しがあった。 

適切 

Q6．積算が外部委託の場合、現場

調査は何回し、記録は 

①は外部委託現場調査実施、②③④

外部委託なし、①は 4 回の現地調査。 

適切 

 

Q7．積算に使用した材料単価の決

定経緯、積算決定要領の有無 

要領書はないが③④は千葉県積算基

準により３社平均値採用、①②は最

低値採用。 

① ② は 非

適切 

Q8．グリーン購入法に基づく調達

 は 

「柏市グリーン購入調達方針」

H25.4（改訂）による再生合材等の

利用。 

適切 

Q9．数量計算書のまとめを内規で

決めていますか 

②は良く纏めているが、新土木工事

積算大系に基づく数量算出を指示。 

適切 
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「着眼点調査結果一覧表」（２） 

着眼点のチェック項目 チェック項目のまとめ 評価 

（着眼点－２）変更契約における設計積算は適切に行われたか。 

Q1．変更契約の設計者は誰が行

い、チェック者は 

①は外部委託業者が行い、②③④は

工事担当職員が設計、各職位が決裁

時にチェックしている。 

適切 

Q2．設計変更の積算者は誰が行

い、チェック者は 

各工事とも工事担当職員が行い、決

裁者がチェックしている。 

適切 

Q3．ワンデーレスポンス、三者会

議、設計変更審査会は実施して

いるか、ガイドラインの HP 掲

載は 

各工事ともワンデーレスポンスを考

慮、三者会議なし。ガイドラインの

HP 掲載は実施済み。 

適切 

Q4．設計変更の必要な指示、協議

は書面で行っているか 

各工事とも工事打合せ簿において行

っている。 

適切 

Q5．工事の一時中止の有無、その

手続き、費用の負担は適切か 

各工事とも工事の一時中止はない。

①工事については指示待ちあり。 

① 工 事 の

指示待ち 

Q6．設計変更の積算契約に落札率

を考慮したか 

各工事とも積算時には考慮していな

いが、契約事務処理時に考慮した。 

適切 

Q7．設計変更の契約金額、工期は

協議したか 

各工事とも変更数量、変更工期につ

いて協議した。 

適切 

Q8．①工事は H25. 3 まで工程が

進んでいない。③は請負業者に

「工事契約出来高数量対照表」

を作成させチェックをし易く

しては 

①は設計照査の回答が遅れ、変更契

約が行えなかった。③は竣工書類と

して出来形数量一覧表を作成してい

る。柏市土木工事書類作成マニュア

ルにより作成している。 

① は 設 計

照 査 の 回

答 が 大 幅

に遅れた。

Q9．①工事は第２回変更で仮設工

増工している協議手続きは。関

連して請負業者からの打合せ

簿表紙に検討書での結論を記

載した方が良いと思うが。 

①は契約書第 19 条にて行っている。 

③は今後検討する。 

① 工 事 の

当 初 設 計

内 容 に 調

査 不 足 の

問題あり。
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「着眼点調査結果一覧表」（３） 

着眼点のチェック項目 チェック項目のまとめ 評価 

Q10．道路照明撤去として城山電

機１社見積もりを取っている

が、相見積りは 

①は３社見積もりを取って、業務委

託の中で最低価格の城山電機を採

用、また、鉄道協議等に時間を要し

た。 

見 積 り の

平 均 値 を

採 用 し て

いない。 

Q11．第２回変更に電気設備が入

ってきている。その事務手続き

は 

①は１月 15 日工事打合せ簿で先行

指示した。 

適切 

Q12．路床安定処理の設計変更算

出根拠 

③ は 58kg/ ㎥ ＊ 1.3 ＝ 75.4kg/ 、

75.4*0.6＝45.3kg/㎡、適用基準確認 

適切 

Q13．路床安定処理工の根拠は ③は面積=915 ㎡現地実測による算

出を確認。 

適切 

（着眼点－３）設計・積算の変更理由及び金額は妥当か。 

Q1．設計変更時期が適切か。協議

書の有無は 

①は電気工事の設計に不測の日数を

要し設計変更が遅れた。先行指示は

書面で 3 月 22 日に行い、3 月 27 日

に変更契約を行った。②③④は協

議・指示内容を書面に残し、必要な

時期に契約変更を行っている。 

① 工 事 は

時 間 を 要

している。

他 は 協 議

を 行 い 適

切。 

Q2．設計変更した理由は何か ①は剥落防止工を施工するに道路照明

灯の配管が干渉、②は歩道整備範囲の地

元要望による工事範囲の増加。③は CBR

試験による路床強度不足のため安定処

理工と路盤材の廃棄物を他工事に流用。

④は同時施工下水道工事による舗装影

響範囲変更と本工事の着工時期の遅れ、

さらに舗装への影響範囲設計値と異な

るため。 

そ れ ぞ れ

理 由 は 正

当 ④ 工 事

は 短 工 期

の 中 で 主

工 事 に 影

響 を 受 け

て 変 更 し

ている。 

Q3．設計変更の数量は誰が算出

し、チェックをしたか 

①は担当者及び外部委託にて算出、

チェックは各職位が実施、②③④は

請負業者と担当者が算出、決裁時に

決裁者がチェック。 

適切 
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「着眼点調査結果一覧表」（４） 

着眼点のチェック項目 チェック項目のまとめ 評価 

Q4．積算金額の算出方法 

・変更金額は 30％以内か 

・設計変更での単価の扱いは 

 

各工事とも 30％以内 

当初設計単価及び新工種単価の使用 

適切 

（着眼点－４）変更の理由や事実関係は、関係書類から明瞭か。 

Q1．変更手続き契約書 19 条のど

れか 

①は第 4 号、5 号に該当、②は第 5

号に該当、③は第 4 号に該当、④は

第 1 回 4 号、第 2 回 5 号、第 3 回 2

号に該当。 

適切 

Q2．Q1 の書類有無 ①②③④工事ともには工事打合せ簿 適切 

Q3．契約書第 19 条 3 項で 14 日

以内の回答通知は守っている

か 

①は第１回変更、調査終了の記録な

し、回答日 2 月 19 日。第 2 回変更は

5 日、第 3 回変更は 2 日掛った。 

②③④は１日～３日以内に回答。 

① は 第 １

回 回 答 に

約 ３ カ 月

掛った。 

他は適切 

Q4．契約書第 19 条 4 項で、設計

図書の変更は発注者が行って

いるか 

発注者で行っている。 適切 

（着眼点－５）変更手続きは、所定のガイドライン等に則って適正に行われているか。

Q1．変更手続きはガイドラインに

基づき実施しているか 

ガイドライン主旨に基づき実施して

いる。 

適切 

Q2．変更手続きは契約書 19 条 20

条 21 条に基づいて実施してい

るか 

①②は契約書 19 条、20 条に基づき

実施している。③④は契約書 20 条に

基づき実施。 

適切 

Q3．土木工事共通仕様書の「設計

図書照査」の書面は 

各工事とも「工事打合せ簿」 適切 

Q4．発注者が「設計図書照査」の

範囲を超える作業を指示して

いないか 

なしとの回答。 適切 
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「着眼点調査結果一覧表」（５） 

着眼点のチェック項目 チェック項目のまとめ 評価 

（着眼点－６）変更手続きは、必要が生じた都度遅滞なく行われているか。 

Q1．変更手続きを行った具体的な

内容は 

①は第 1 回、第３回：工期延期、第

２回：電気設備工事の盛替え、剥落

防止工の施工方法の変更、仮設防護

工の設置、②は工事範囲の増加、工

期延期、③は第１回：路床安定処理

工追加第２回：歩道照明と交差点照

明の数量変更明記、④は第一回変

更：舗装復旧面積の変更，嵩上調整

工の追加、第二回：工期の６日間の

延長、第三回：舗装復旧面積の変更

舗装復旧面積の変更（事後報告） 

適切 

Q2．H24.11.21 付けで請負者から

設計照査の提出があった。回答

が H25.2.19 で先行指示が

H25.3.22、回答が遅いと思いま

すが、理由は何ですか。 

①は鉄道事業者との協議、電気設備

の調査に不測の日数を要した。 

鉄 道 協 議

は 時 間 が

要 す る こ

とが理解 

（着眼点－７）変更を行うに当たり、発注者と受注者との協議は十分行われたか。 

Q1．変更を行った事例で発注者と

受注者との協議の書類中味は 

各工事とも工事打合せ簿に明記。 適切 

（着眼点－８）その他。 

Q1．工事施工における重大な過失

又は事故への対応について要

領等の整備は 

各工事ともない。 ―― 

Q2．指定仮設と任意仮設を当初設

計・変更設計で行った所は 

①は変更設計において任意仮設を増

工した。 

安 全 上 必

要、適切 

Q3．積算業務における内規文書の

実施は（①積算基準書②条件明示

③材料単価の決定方法④工事一時

中止の積算⑤ワンンデーレスポン

ス⑥三者会議⑦設計変更審査会） 

各工事とも①②③⑤⑥はなし。④は

｢土木工事請負契約に係る設計変更

等ガイドライン｣によっている。⑦に

ついては「柏市公共工事適正化会議

設置要領」による適正化会議の設置 

適切 
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「着眼点調査結果一覧表」（６） 

着眼点のチェック項目 チェック項目のまとめ 評価 

Q4．土木積算技術の伝承は行って

いるか 

各課とも技術職員間で情報を共有に

努め、全庁的には技術管理課におい

て各種研修で行っている。 

適切 

Q5．土木積算に関する規定を体系

的に整備しているか 

していないとの回答。 ―― 

     

８．３ 技術調査結果の総括 

（１）当初契約における設計及び積算は適切に行われたか。 

    設計・積算基準書は、千葉県制定のもの及び「舗装施工便覧」等各協会が定

めた基準を使用している。 

設計・積算は、各課の担当者が作成する場合と外部委託して作成した場合が

あり、それぞれ担当者がチェックし、決裁をする段階で上司に指摘された事項

について修正をして上申している。 

    また、第二流山街道こ線橋橋脚補修工事では、積算業務を外部委託しており、

コンサルタントが市職員立会を含めて４回調査を実施し当初設計を発注して

いる。ここで心配したのは、外部委託業務も一般競争入札を行っているので、

万が一、低価格で入札した場合に、現場調査を十分に行わずに、成果品を提出

し、その後の工事を受注した建設業者が現場不一致等でトラブルが発生する場

合がある。そういう事が発生しないよう現場での事前調査を、十分に行い当初

工事を発注していただきたい。今回は、変更業務の中で新たな技術課題が生じ、

鉄道協議や技術的検討等年度をまたぐ大幅な工期延期となった。 

土木工事数量算出は、「千葉県積算基準・共通編」の「土木工事数量算出要

領（案）」を使用している課と、コンサルタントに任している課がある。コン

サルタントに任せている課は、これらの基準をコンサルタントに指示・指導す

ることが望まれる。 

    契約に関する条件明示は、各工事で適切に行われていた。ただし、条件明示

の仕方が「別紙条件明示」方式の課と、「特記仕様書」に記載している課があ

り、技術管理課では、「別紙条件明示」方式で統一をして工事請負業者の混乱

を防止するために、指導されることを望む。 

    設計材料単価の取扱いは、千葉県制定のものを使用している担当課がある一

方で、独自に決めている課もあった。また、３社見積書を取得し、平均値を採

用する課と最低値を使用する課があった。この積算単価決定については、技術
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管理課から平均値で統一し、周知を図って頂きたい。 

    グリーン購入法に基づく資源の有効利用については、「柏市グリーン購入調

達方針」H25.4（改訂）によって職員は十分認識しており適切と判断した。今

後も環境問題の観点から積極的な取組みを望む。 

 

（２）設計変更における設計及び積算は適切に行われたか。 

    変更契約の設計は、受注者から提出された資料を担当者が確認する課と、外

部委託業者が行い、決裁の段階で上司がチェックを行う課がある。 

契約書第 19 条の条件変更等は、基本的には受注者がその５項目の事実を発

見した時に、監督職員に書面をもって確認の請求をすることになっており、そ

の請求内容を受け、発注者が設計図書の訂正又は変更をすることを定めている。 

    変更契約の積算は、全て市の職員が実施しており、チェックは上司の決裁時

にそれぞれ実施している。 

    工事実施時の工事変更は、その対応として市が制定「土木工事請負契約に係

る設計変更等ガイドライン」の、ワンデーレスポンス、三者会議の記述に基づ

き実施することになるが、その実施要項の策定は未だ実施していない。各課の

担当者は、ワンデーレスポンスの主旨を十分に理解しており、受注者からの協

議等に対する指示、通知について現場を待たせないことを念頭に実施していた。

但し、JR 等の協議が長引いた工事は、工期延期を２回変更する等、この点の

受注者に対する配慮は難しかったようだ。 

技術管理課には、ワンデーレスポンス、三者会議の実施要領を策定し、公共

工事の担い手である各課の担当者及び請負業者に十分周知されたい。 

    工事中の指示・協議・承諾等は、契約約款に則り、各工事とも「工事打合せ

簿」を有効に活用しており、適切に実施している。 

    変更契約における落札率の調整は、各工事とも契約課で実施している。この

変更契約の積算において落札率を調整するのは、一般市民が「建設工事は、請

負業者が当初に低い金額で落札し、変更契約で増工事して穴埋めする」との疑

問に答えるためにも確実に実施するものである。この落札率の調整方法は、柏

市も、国土交通省及び千葉県の積算基準と同じ手法で実施しており問題はない。 

    設計変更後の契約金額並びに工期は、請負契約書第 24 条及び第 25 条に則り

適正に実施している。 

    第二流山街道こ線橋橋脚補修工事で積算変更時において道路照明撤去の工

種に城山電機（株）ら３社から見積書を取得したが、積算に反映する時点で最

低価格を採用している。見積書の取扱は、千葉県の積算基準書に基づいて行う
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ことから誤りが見られた。 

 

（３）設計又は積算の変更の理由及び金額は妥当か。 

    設計変更の理由は、各工事とも各段階で適切に実施しており問題はなかった。 

    設計変更に用いた数量算出は、受注者に行わせチェックを担当者が行った課

と、担当者と委託業者が行った課があった。これは、共通仕様書第３篇 1－1

－7 を受け、「柏市土木工事書類作成マニュアル」の「8－2 出来形数量計算書」

では、受注者は、出来形数量を算出し、監督職員に提出することになっており、

そのように実施していただきたい。 

    今回調査した工事では、変更金額が当初に比べて 30％を超えている工事は

なかった。（適正化会議要領 第 2 条(2)） 

    設計変更で元々あった工種の材料単価は、当初積算の単価を使用しており、

また、新工種の材料単価は、先行指示した時点の材料単価を使用しており、適

切に実施している。 

 

（４）変更の理由、事実関係は関係書類（設計図書等）から明瞭か。 

    変更手続きは、主に契約書第 19 条、第 20 条、第 24 条、第 25 条に則り適

正に実施されている。 

    契約書第 19 条第 3 項では、14 日以内に回答通知することになっているが、

第二流山街道こ線橋橋脚補修工事で鉄道管理者との協議に日数を要した旨の

回答を得ており、他の工事は迅速に適切に事務処理を実施している。 

    契約書第 19 条第 4 項では、設計図書の変更は発注者が行うことになってお

り、これも適切に発注者が行っていた。 

 

（５）変更手続きは所定のガイドライン等に即して適切に行われているか。 

    変更手続きは、各工事とも柏市制定「土木工事請負契約に係る設計変更等ガ

イドライン」を念頭に実施していたが、第二流山街道こ線橋橋脚補修工事で

JR 東日本及び東武鉄道の管理者との協議が長引き、請負者からの設計照査

（H24.11.21）の回答（H25.2.19）が大幅な遅れとなった。 

ヒアリング時の説明では、鉄道管理者と事前協議をしていたが人事異動で事

前協議が振出に戻る等、相当工事の進展過程で苦労があったようだが、変更工

期の H25.7.31 には工事は完成すると聞き安心した。この工事だけは設計照査

の回答に約３カ月掛っているが、このような場合には、受注者に「工事打合せ

簿」で説明し工事段取り等に配慮することが望ましい。その他の工事は、ガイ
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ドラインに則り適切に事務処理が行われていることが確認できた。 

    柏市藤心地先舗装復旧工事の調査で、受注者からの発議の「工事打合せ簿」

に対し、回答をその都度、別の「工事打合せ簿」を作成して回答を行っていた。

理由を質問したところ、以前の行政監査でこのように行うよう指導を受けたと

のことであったが「柏市土木工事書類作成マニュアル」の 21 頁のように、処

理・回答欄があり、発注者への回答を様式１枚で行うのが無駄は無く、環境上

の見地からも、このマニュアル通り事務処理を行うことが望まれる。 

 

（６）変更手続きは必要が生じた都度遅滞なく行われているか。 

    第二流山街道こ線橋橋脚補修工事では、鉄道管理者との協議に日数を要して

いるが、他の工事の変更手続きは「工事打合せ簿」で、その都度遅滞なく適切

に行われていた。 

 

（７）変更を行うに当たり、発注者と受注者との協議は十分に行われたか。 

    発注者と受注者との協議は、「工事打合せ簿」で適切に行っていることを確

認した。ただし、工事途中ではいろいろのケースが発生すると推測されるので、

受注者からの協議等で回答が遅れる場合は、いつまでに回答をするという「工

事打合せ簿」を受注者に返す習慣を付けることを望む。 

 

（８）その他 

    土木工事の積算は、市民の税金を原資に工事発注を起案しており、当然のこ

とながら誤りが許されない業務である。各課の担当者は、業務に１７年以上の

経験を持っている人から、２年程度の経験の人、各組織でも新人の人、人事異

動で積算担当になる人もいて、土木設計・積算技術の伝承についてどう考える

か質問したところ、職場の仲間同士で相談し、上司のリーダーから指導受けた

り、研修に参加したりして研鑽しているとの回答であった。 

設計・積算業務は、簡単に覚えられるものでないので、是非、過去積み上げ

られた設計・積算技術の伝承をお願いしたい。 

    また、市としての「土木積算に関する規定集（仮称）」が纏められているか

との質問には、そのような規定等が未だ纏まっていないとの回答であった。是

非、技術管理課において、工事変更を含めたマニュアルを体系的に纏められる

ことを期待する。 
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９．総合評価と提言 

９．１ 工事技術調査の総合評価 

工事の変更プロセスについて発注者が自ら積極的に変更プロセスに関る設

計・積算の妥当性・適切性について、外部行政監査でチェックされることは真に

望ましく、柏市は、敢えてこれに挑まれたことに敬意を表する。 

   平成 23 年 8 月に国土交通省から「発注者・受注者間における建設業法令遵守

ガイドライン」が関係団体に送付され、発注者としても建設業法の順守が叫ばれ

ているので、市でも研修等を行い、職員が法令違反にならないように配慮するこ

とが肝要である。 

特に、公共工事において発注者が注意する必要があるのは、「2-2 追加工事等

に伴う追加・変更契約（建設業法第 19 条第 2 項、第 19 条の 3）」に関連する事

項と、「① 追加工事又は変更工事が発生したが、発注者が書面による契約変更を

行わなかった場合、② 追加工事又は変更工事について、これらの工事に着手し

た後、又は工事が終了した後に書面により契約変更を行った場合」は、建設業法

上違反となると明確に記載している。このことを重視して、今以上に切磋琢磨さ

れることを望みたい。 

市より指定された４件の工事について、①当初契約における設計及び積算は

適切か、②変更契約における設計及び積算は適切か、③設計・積算の変更理由

及び金額は妥当か、④変更の理由、事実関係は関係書類から明瞭か、⑤変更手

続きは所定のガイドライン等に即して適正か、⑥変更手続きは必要が生じた都

度遅滞なく行われたか、⑦変更を行うに当たり、発注者と受注者との協議は十

分に行われたか、⑧その他の各着眼点についてチェック項目を抽出して、その

適切性及び妥当性について関係書類調査、質問書依頼・回答及びヒアリングに

よる技術調査を短期間に行った。 

設計・積算業務及び工事施工中の変更手続きに関しては、総合的に良好であ

ると評価する。 

ただ、今回は行政の担当からのヒアリングで確認したが、工事請負業者の立

場からのヒアリングで、市職員の工事監督等が契約書に則り適切に対応してい

るかを確認できれば、なお一層充実した内容になったと考える。 

以下に個別評価について述べる。 

設計・積算基準書については、千葉県制定のものを使用して問題はないが、

柏市として設計・積算から工事施工管理まで、体系的に「積算基準書又は積算

要領」を纏められることを望む。 

「土木工事数量算出要領」については、担当者が業務を行うにしてもコンサ
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ルタントに業務委託する場合にも、作業をスムーズに行うため原則的に千葉県

基準を使用することに統一されることが望まれる。 

    工事の条件明示については、調査した段階で２通りの手法（「別紙条件明示」

方式、「特記仕様書」に直接記述）があり、受注者の混乱を防ぐ恐れがあり統

一して、「別紙条件明示」方式において周知するのが望ましいと考える。 

    「設計材料単価の取扱要領（仮称）」を千葉県のものを使用することに統一

し、３社見積書を行った場合は、異常値を除き平均値を採用する基準の方式で

検討を望む。 

    グリーン購入法では、公共機関は資源の有効利用の観点から法に定められて

いる物品を積極的に調達することになっており、柏市でも「柏市グリーン購入

調達方針 H25.4（改訂）」に基づき、積極的に取組まれるよう望む。 

    また、工事をスムーズに進めるためには、ワンデーレスポンス及び三者会議

について要領書が必要と思慮されるので、作成の方向で検討願いたい。 

 

  今回の調査で痛感した点は、発注に関する手続き上、各課の担当者の考えに

統一性がなく、考え方に違いがあることを確認した。適切で、かつ、統一した

業務執行のため、積算基準書、手引き及び要領書又はマニュアルを技術管理課

が中心になり策定して頂きたく望む。 

当然、ほとんどの基準書等は千葉県のものを使用することになるが、それら

を柏市として体系的に纏められ、担当者の齟齬が生じないよう具体的に纏めら

れることが、発注業務遂行上有効と考える。 

 

９．２ 提 言 

    以上の調査結果から、次の各項目について提言を述べる。 

  １）積算基準書等の体系的な取り纏め 

    積算に関しては、種々の基準及び通達等があるのが事実で、それらを一つの

積算基準書、手引き及び要領書又はマニュアルに体系的に纏め、積算担当者が

誤りをおこさないことに配慮する必要がある。工事の決裁に上司からの質問、

工事検査官又は会計検査等から質問されても即座に回答できる体制が望まれ

る。 

２）設計材料単価取扱要領の策定 

   １）でマニュアル等が整備されればこの事項はなくなるが、積算担当者は、

物価版等に載っていない項目は、見積書を取得して設計単価を決めるが、その

取扱いが担当者間で明確に認識されていないため、担当者によって異にし、苦
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労されていると推測する。千葉県なり、国土交通省のものを参考に、市のマニ

ュアルを策定し、各課統一した実施を望む。 

 ３）ワンデーレスポンスの手引き、三者会議等の要領書を作成及び公表 

   市の「土木工事請負契約に係る設計変更等ガイドライン」は、言葉は記述さ

れているが、具体化した手引き・要領書はない。 

   ワンデーレスポンスの主旨は、受注者からの協議に対する指示・通知は、基

本的に「その日のうち」に回答することであり、現場を待たしたりしないとい

う考えからである。受注者は、発注者からの回答がないと現場待ちになり、そ

の間の工事を中止することによる工事費加算を防止するものである。 

   三者会議は、公共工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、

設計者及び施工者の三者が工事着手前、工事途中に一堂に会して、事業目的、

設計思想及び条件等の情報の共有化を図り、施工上の課題や新たな技術提案に

対する意見交換等を行う場を提供するものである。このことにより、受注者は、

受注時から設計の思想等を確認することにより、現場がスムーズに実施できる

ことになると考える。 

４）条件明示で特記仕様書との関連を分り易く表示 

    条件明示の統一様式を柏市も使用しているが、その様式の右側に行を１行増

やし、特記仕様書に記述している条項を明記することによって、受注者にも容

易に理解でき、この様式変更の検討を望む。 

５）土木工事の設計・積算技術の伝承 

建設工事の特質は一般に、一品受注生産、多部品摺り合わせ生産及び屋外現

場生産であり、工事の場所、仕様及びその他の生産条件が多様に異なるなどの

特質がある。設計・積算技術は、そういう中で自然的条件を考慮する高度な技

術が求められており、現場経験や積算経験がなくてはならない。土木積算技術

の伝承に取り組むよう検討を望む。 

６）当初工事発注前における事前調査及び関連協議の徹底 

  今回の４件の工事の中で、第二流山街道こ線橋橋脚補強工事では、当初発注

された本工事について、当初工事に含まれていない電気工事、電気設備撤去工

事及び仮設工事が必要であることが判明した。それに伴い、変更業務の発注者

協議並びに鉄道管理者との協議に相当な日数を要する結果になった。 

従って、当初工事発注前における施工経験豊かな専門家を交えた現場調査を

是非徹底して行って頂きたい。又、それらの内容について十分なる関係機関の

協議を行い、その後、適切な工期を設定し、工事発注されるよう望む。 
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おわりに 
社会資本を充実させ建設する土木工事は、工事現場が屋外であるため自然条件の

影響を受け、工事中の交通確保や近隣への迷惑防止など多様な措置が必要となり、

社会条件への配慮が特に必要となる。  

また、各種の外的条件の変化や予期せざる事態が発生することもあり、契約当初

の施工条件に不確定要素が多くを含まざるを得ないのが事実である。 

  契約約款や設計図書が適切であり、施工条件等が変更になった時点及び不確定要

素が確定した時点で、その内容に応じて工事の設計変更が所定の手続きに則り、適

切に行われるのが肝要である。 

  この技術調査は、書類調査及び担当課の職員からヒアリングを行ったが、工事は

発注者と受注者の技術者とが切磋琢磨して立派に完成されるものであり、設計変更

の対応等について受注者からもヒアリングを行えば、工事施工途中の問題点がより

明らかになり、公共事業がより適切に進められるのではないかと考える。 

  今回の技術調査は、市の各担当者の協力を得て、予定通り順調に終えることがで

き深謝する。 

今後、柏市が発注する工事については、この技術調査における提言が反映され、

建設工事を含む社会資本整備がより確実に進められて、益々柏市の発展に寄与する

ことを祈念する。 

以上 

 



 



 


	告示文
	表紙
	総目次
	市有施設における自動体外式除細動器（AED）の設置と運用状況について
	監査の概要
	監査の結果
	意見
	資料

	工事請負契約における設計変更及び契約変更に関する事務について
	監査の概要
	監査の結果・意見
	行政監査技術調査業務委託報告書




